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議第422号

1．変更内容（新旧対照表）

Ⅰ　市街化区域及び市街化調整区域の区分

新

旧

「位置及び区域は位置図及び計画図表示のとおり」

Ⅱ　人口フレーム

２．変更理由

北部大阪都市計画区域区分の変更（大阪府決定）

備　考

約１４ha市街化区域増

市街化区域

約１９，１１２ha

　北部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において保留区域に設定され
ている成合南地区について、土地区画整理事業及び地区計画による計画的な市街地
整備が確実となったことから、当該地区について、保留人口フレームを解除し、市
街化区域に編入する。

約１９，０９８ha

市街化調整区域

約２９，８１６ha

約２９，８３０ha

―

一般保留 ― 1.3千人

特定保留 ―

都市計画区域内人口 1,757.7千人

市街化区域内人口

保留する人口 ―

1,740.2千人

平成22年年　次
区　分

平成32年
（基準年次） （目標年次）

1,694.7千人1,706.8千人

1.3千人

配分する人口 1,693.4千人―
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議第423号

1．変更内容（新旧対照表）

Ⅰ　市街化区域及び市街化調整区域の区分

新

旧

「位置及び区域は位置図及び計画図表示のとおり」

Ⅱ　人口フレーム

２．変更理由

東部大阪都市計画区域区分の変更（大阪府決定）

備　考

約４９ha市街化区域増

市街化区域

約２０，１５０ha

　東部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において保留区域に設定され
ている第二京阪道路沿道地区について、土地区画整理事業及び地区計画による計画
的な市街地整備が確実となったことから、当該地区について、保留人口フレームを
解除し、市街化区域に編入する。

約２０，１０１ha

市街化調整区域

約１０，４６７ha

約１０，５１６ha

―

一般保留 ― 8.2千人

特定保留 ―

都市計画区域内人口 2,041.7千人

市街化区域内人口

保留する人口 ―

1,963.9千人

平成22年年　次
区　分

平成32年
（基準年次） （目標年次）

1,938.4千人2,016.2千人

8.2千人

配分する人口 1,930.2千人―
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議第424号

1．変更内容（新旧対照表）

Ⅰ　市街化区域及び市街化調整区域の区分

新

旧

「位置及び区域は位置図及び計画図表示のとおり」

Ⅱ　人口フレーム

２．変更理由

2,185.8千人2,241.8千人

2.0千人

配分する人口 2,183.8千人―

2,339.2千人

平成22年年　次
区　分

平成32年
（基準年次） （目標年次）

特定保留 ―

都市計画区域内人口 2,400.2千人

市街化区域内人口

保留する人口 ―

　南部大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針において保留区域に設定され
ている国道３０９号沿道地区について、土地区画整理事業及び地区計画による計画
的な市街地整備が確実となったことから、当該地区について、保留人口フレームを
解除し、市街化区域に編入する。

約３５，２６４ha

市街化調整区域

約５２，１９２ha

約５２，２０３ha

―

一般保留 ― 2.0千人

南部大阪都市計画区域区分の変更（大阪府決定）

備　考

約１１ha市街化区域増

市街化区域

約３５，２７５ha
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議第425号

１．変更の概要

対象市名 変更の概要

豊中市
茨木市
高槻市

○「計画的な再開発が必要な市街地」
・千里中央地区及び茨木市中心市街地整備地区を追加す
る。
・庄内・豊南町地区及び高槻中心市街地整備地区の目標等
を変更する。

○「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき
相当規模の地区」
・阪急茨木市駅西地区を追加する。
・ＪＲ高槻駅北東地区を削除する。
・新千里東町近隣センター地区、阪急高槻市駅南地区及び
大学町地区の計画の概要を変更する。

２．変更理由

北部大阪都市計画都市再開発の方針の変更（大阪府決定）

　都市再開発法第２条の３第２項の規定に基づく「都市再開発の方針」につ
いて、都市における土地利用の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新
を図るため、「計画的な再開発が必要な市街地」及び当該市街地に係る再開
発の目標等を変更する。また、開発整備の進捗等にあわせて、「特に一体的
かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区」及び当該地区の
計画の概要を変更する。



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きい
と予想される地区又は特
に早急に再開発を行うこ
とが望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

変
更
前

203-1 庄内・豊南町地区 約510ha 豊中市

安全性の高い、便利で快適な都市居住地
としての再生や庶民的で親しみのある庄内
駅周辺地区の充実等を目指す。

庄内駅周辺地区については、豊中市の中心核とし
ての駅前広場や道路等の公共施設の整備と都市
機能の一層の集積や、災害に強い市街地形成等
を図る。
木造老朽住宅が密集している地区については、道
路、公園、緑道等の地区施設の整備と、住宅の共
同建替を促進し、安全性の高い、便利で快適な都
市居住地として再生を図る。
住宅と工場等が混在している地区については、工
場の公害防止対策や周辺の環境改善を進め、住
工共存市街地の形成を図る。

防災再開
発促進地
区

変
更
後

203-1 庄内・豊南町地区 約510ha 豊中市

安全性の高い、便利で快適な都市居住地
としての再生や庶民的で親しみのある庄内
駅周辺地区の充実等を目指す。

庄内駅周辺地区については、駅前広場や道路等
の公共施設の整備と都市機能の一層の集積や、
災害に強い市街地形成等を図る。
木造老朽住宅が密集している地区については、道
路、公園、緑道等の地区施設の整備と、住宅の共
同建替を促進し、安全性の高い、便利で快適な都
市居住地として再生を図る。
住宅と工場等が混在している地区については、工
場の公害防止対策や周辺の環境改善を進め、住
工共存市街地の形成を図る。

防災再開
発促進地
区

変
更
前

（指定なし）

変
更
後

203-2 千里中央地区 約37ha 豊中市

北部大阪の都市拠点として、商業・業務機
能の充実や高次都市機能の集積などによ
り、北部大阪の中心的な拠点にふさわしい
魅力と活力にあふれ、市内外からも多くの
人が訪れる都市空間の形成を図る。

東町エリアについては、施設更新を行い、商業・業
務機能の更なる充実や、高次都市機能の集積を
図るとともに、歩行者デッキを中心とした歩行者
ネットワークの強化等により、利便性・快適性の向
上を図る。
西町エリアについては、業務機能等のさらなる充
実を図る。

新旧対照表 ※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きい
と予想される地区又は特
に早急に再開発を行うこ
とが望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

新旧対照表 ※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地

変
更
前

(指定なし)

変
更
後

211-1
茨木市中心市街地
整備地区

約89ｈａ
茨木市

JR茨木駅と阪急茨木市駅を中心に都市拠
点にふさわしい商業、業務等の機能充実
を図るとともに、良好な都市空間の形成を
図る。

公共施設の整備改善を行うとともに、交通結節点
機能の充実を図る。
地域の拠点としての機能強化を図る。
中心市街地にふさわしい都市機能（商業、業務、
教育、文化など）の強化を図る。
安全な歩行者空間の確保及び広域交通と生活交
通を分離する環状道路体系の推進を図る。
ＪＲ茨木駅及び阪急茨木市駅、エリア中心にある公
園等との機能分担を図る。

阪急茨木市駅西
地区

変
更
前

207-1
高槻中心市街地整
備地区

約125ha 高槻市

大阪・京都間の中核都市にふさわしい風
格ある都心ゾーンの形成を目指して、JR高
槻駅周辺などの主要鉄道駅周辺を「都市
拠点」として位置づけ、都市を再生し活力
ある持続的発展をしていくため中枢的な都
市機能を集積させ、高槻の顔としての整備
を進める。

中心市街地にふさわしい都市機能（商業・業務・教
育・文化・交流・情報・公共・公益施設等）集積の
強化を図る。
商業・業務、教育・研究、医療等地区での土地の
高度利用の促進を図る
人口回復（都心居住促進）のための市街地住宅の
立地促進を図る。
ターミナル機能の充実・強化を図る。
中心市街地の環状道路網形成を目指した都市計
画道路の早期完成と関連道路の整備を図る。
交通結節点にふさわしい都市景観形成の推進を
図る。
歩行者空間の整備としての国道１７１号アメニティ
街路化事業の推進を図る。
既存商店街の活性化、近代化の促進を図る。

阪急高槻市駅南地区
高槻駅周辺地区

阪急高槻市駅南
地区
JR高槻駅北東地
区
大学町地区

変
更
後

207-1
高槻中心市街地整
備地区

約125ha 高槻市

大阪・京都間の中核都市にふさわしい風
格ある都心ゾーンの形成を目指して、JR高
槻駅周辺などの主要鉄道駅周辺を「都市
拠点」として位置づけ、都市を再生し活力
ある持続的発展をしていくため中枢的な都
市機能を集積させ、高槻の顔としての整備
を進める。

中心市街地にふさわしい都市機能（商業・業務・教
育・文化・交流・情報・公共・公益施設等）集積の
強化を図る。
商業・業務、教育・研究、医療等地区での土地の
高度利用の促進を図る
人口回復（都心居住促進）のための市街地住宅の
立地促進を図る。
ターミナル機能の充実・強化を図る。
中心市街地の環状道路網形成を目指した都市計
画道路の早期完成と関連道路の整備を図る。
交通結節点にふさわしい都市景観形成の推進を
図る。
歩行者空間の整備としての国道１７１号アメニティ
街路化事業の推進を図る。
既存商店街の活性化、近代化の促進を図る。

阪急高槻市駅南地区
高槻駅周辺地区

阪急高槻市駅南
地区
大学町地区



番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

用途、密度に関する基本
的方針、その他の土地利
用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施
設の整備の方針

再開発の推進のため
に必要な公共及び民
間の役割、再開発の
促進のための条件整
備等の措置

概ね５年以内に実
施予定の主要な
面的整備事業又
は住宅整備事業
の計画概要

概ね５年以内
に決定（変
更）予定の主
要な都市計
画に関する
事項

その他
必要に
応じて定
める事項

変
更
前

203-2-1
新千里東町近隣
センター地区

約1.7ha 豊中市

周辺居住地の日常生活
に必要なサービス機能
を提供する地域拠点と
して機能の更新及び充
実を図る。

日常生活に必要な購買
施設、生活利便施設、交
流施設の更新に加え、周
辺環境の変化に対応した
機能の充実を図るととも
に、住宅機能の拡充を図
り、地域のサービス拠点と
しての機能集積と高度化
を図る。

街区を区分して、機能に
応じて建築物を設けると
ともに、建築物の用途、
壁面の位置の制限、高
さ、緑化率や容積率等を
都市計画で規定し、土
地利用の合理的かつ健
全な高度利用を図りなが
ら、周辺環境と調和した
施設整備を図る。

既存道路の歩道、主と
して歩行の用に供する
空地整備及び区画道
路の整備を図る。

市街地再開発事
業

市街地再開
発事業
地区計画
用途地域
防火地域及
び準防火地
域

変
更
後

203-3-1
新千里東町近隣
センター地区

約1.7ha 豊中市

周辺居住地の日常生活
に必要なサービス機能
を提供する地域拠点と
して機能の更新及び充
実を図る。

日常生活に必要な購買
施設、生活利便施設、交
流施設の更新に加え、周
辺環境の変化に対応した
機能の充実を図るととも
に、住宅機能の拡充を図
り、地域のサービス拠点と
しての機能集積と高度化
を図る。

街区を区分して、機能に
応じて建築物を設けると
ともに、建築物の用途、
壁面の位置の制限、高
さ、緑化率や容積率等を
都市計画で規定し、土
地利用の合理的かつ健
全な高度利用を図りなが
ら、周辺環境と調和した
施設整備を図る。

既存道路の歩道、主と
して歩行の用に供する
空地整備及び区画道
路の整備を図る。

市街地再開発事
業

変
更
前

（指定なし）

変
更
後

211-1-1
阪急茨木市駅西
地区

約2.1ｈａ 茨木市

市民の生活を支える拠
点として整備し、市の玄
関口にふさわしい機能
の充実を図る。

交通結節点にふさわしい
機能の充実及びにぎわい
空間の創出を図るととも
に、商業、業務、文化、居
住などの都市機能の充実
を図る。

生活利便性を高める施
設を誘導するとともに、
阪急茨木市駅西側周辺
にふさわしい景観形成
に配慮する。

駅前広場及び市民が
集える賑わい空間、ペ
デストリアンデッキ等を
整備する。

市街地再開発事
業

市街地再開
発事業

新旧対照表 ※下線部が変更箇所
計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区



番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

用途、密度に関する基本
的方針、その他の土地利
用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施
設の整備の方針

再開発の推進のため
に必要な公共及び民
間の役割、再開発の
促進のための条件整
備等の措置

概ね５年以内に実
施予定の主要な
面的整備事業又
は住宅整備事業
の計画概要

概ね５年以内
に決定（変
更）予定の主
要な都市計
画に関する
事項

その他
必要に
応じて定
める事項

新旧対照表 ※下線部が変更箇所
計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

変
更
前

207-1-1
阪急高槻市駅南
地区

約2.1ha 高槻市

ターミナルとしての総合
的な都市機能を更新す
るとともに、親しみやす
い都市・生活センターづ
くりを図る。

飲食、娯楽、文化品店な
ど現在の権利者のための
施設、ターミナル機能を
高めるための施設及び生
活センターとしての地区
の機能を高めるための施
設の充実を図るとともに、
交通結節点にふさわしい
新しい機能を導入するほ
か、都心居住促進のため
の住宅建設を図る。

街区を共同化し、商業・
業務・レジャー・住宅棟
からなる施設建築物に
再編成にする。
城下町・高槻のイメージ
にあった個性ある景観形
成に配慮する。

都市計画道路北園西
冠線、駅前広場、駐車
場、駐輪場等都市施
設の整備を図るととも
に、区画街路等の地
区施設の整備も図る。

市街地再開発事
業

市街地再開
発事業
高度利用地
区

変
更
後

207-1-1
阪急高槻市駅南
地区

約2.1ha 高槻市

ターミナルとしての総合
的な都市機能を更新す
るとともに、親しみやす
い都市・生活センターづ
くりを図る。

飲食、娯楽、文化品店な
ど現在の権利者のための
施設、ターミナル機能を
高めるための施設及び生
活センターとしての地区
の機能を高めるための施
設の充実を図るとともに、
交通結節点にふさわしい
新しい機能を導入するほ
か、都心居住促進のため
の住宅建設を図る。

街区を共同化し、商業・
業務・レジャー・住宅棟
からなる施設建築物に
再編成にする。
城下町・高槻のイメージ
にあった個性ある景観形
成に配慮する。

都市計画道路北園城
北線、駅前広場、駐車
場、駐輪場等都市施
設の整備を図るととも
に、区画街路等の地
区施設の整備も図る。

市街地再開発事
業

市街地再開
発事業
高度利用地
区

変
更
前

207-1-2
JR高槻駅北東地
区

約9.3ha 高槻市

大規模工場跡地の土地
利用転換により、高槻の
玄関口にふさわしい多
機能な都市拠点の形成
を図る。

鉄道駅前の立地特性を
活かし、商業、業務、居
住、文教、福祉など都市
機能の集積と高度化を図
り、環境に配慮した、賑わ
いのある、都市空間の創
出を図る。

建築物の形態、色彩、意
匠、壁面の位置の制限、
高さや緑化等を都市計
画で規定するなど、土地
利用の合理的かつ健全
な高度利用と公的空間
の創出により、安全・快
適な都市環境の向上を
図る。

都市計画道路古曽部
天神線、都市計画道
路古曽部白梅線、都
市公園など都市施設
の整備を図るとともに、
区画道路や立体横断
道路など地区施設の
整備を図る。

民間都市再生事業に
対する指導・誘導・支
援と本事業に関連す
る関連道路整備の促
進を図る。

変
更
後

（削除）



番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

用途、密度に関する基本
的方針、その他の土地利
用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施
設の整備の方針

再開発の推進のため
に必要な公共及び民
間の役割、再開発の
促進のための条件整
備等の措置

概ね５年以内に実
施予定の主要な
面的整備事業又
は住宅整備事業
の計画概要

概ね５年以内
に決定（変
更）予定の主
要な都市計
画に関する
事項

その他
必要に
応じて定
める事項

新旧対照表 ※下線部が変更箇所
計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

変
更
前

207-1-3 大学町地区 約5.8ha 高槻市

大阪医科大学及び附属
病院の建替整備により、
教育研究・医療施設の
整備充実を図る。

大阪医科大学及び附属
病院の教育研究・医療・
環境機能を充実強化し、
市民開放や良好な都市
環境の形成に資する施設
の建替整備を進め、都市
機能の高度化を図る。

建物を高層化及び耐震
化し、教育・医療環境の
充実を図るとともに、公
共的空間の確保により、
周辺環境への配慮を行
う。

変
更
後

207-1-2 大学町地区 約5.8ha 高槻市

大阪医科大学及び附属
病院の建替整備により、
教育研究・医療施設の
整備充実を図る。

大阪医科大学及び附属
病院の教育研究・医療・
環境機能を充実強化し、
市民開放や良好な都市
環境の形成に資する施設
の建替整備を進め、都市
機能の高度化を図る。

建物を高層化及び耐震
化し、教育・医療環境の
充実を図るとともに、公
共的空間の確保により、
周辺環境への配慮を行
う。



議第 425 号 

北部大阪都市計画都市再開発の方針の変更 

 

 

 

 

  

 

 

 

高槻中心市街地周辺整備地区 

大学町地区 

豊能町 

能勢町 

N 

庄内・豊南町地区 

 

新千里東町近隣センター地区 

阪急茨木市駅西地区 

茨木市中心市街地整備地区 

阪急高槻市駅南地区 

高槻中心市街地整備地区 

高槻住環境再整備地区 

富田都市拠点整備地区 

富田都市拠点周辺整備地区 

吹田市 

池田市 

茨木市 
箕面市 

高槻市 

摂津市 

豊中市 

島本町 

千里中央地区 

位 置 図 

  

凡  例 

 計画的な再開発が必要な市街地 

 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を
促進すべき相当規模の地区 

 市街化区域 

 



 



議第426号

１．変更の概要

対象市名 変更の概要

枚方市
寝屋川市
門真市
東大阪市
柏原市

○「計画的な再開発が必要な市街地」
・京阪枚方市駅周辺地区及びＪＲ柏原駅周辺地区の区域を
変更する。
・東大阪市北部市街地、東大阪市西部中心市街地及び東大
阪市東北部市街地の区域及び目標等を変更する。
・京阪牧野駅周辺地区、京阪光善寺駅周辺地区、京阪香里
園駅周辺地区、京阪寝屋川市駅周辺地区、門真市北部地区
及び東大阪市東南部市街地の目標等を変更する。

○「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき
相当規模の地区」
・京阪光善寺駅西地区を追加する。
・京阪牧野駅東地区、京阪香里園駅東地区及び京阪寝屋川
市駅東地区を削除する。
・近鉄長瀬駅周辺地区、近鉄若江岩田駅周辺地区及び近鉄
瓢箪山駅周辺地区の区域及び計画の概要を変更する。
・門真市北部地区、ＪＲ徳庵駅周辺地区、近鉄布施駅周辺
地区、近鉄弥刀駅周辺地区、ＪＲ長瀬駅周辺地区、近鉄河
内花園駅周辺地区及びＪＲ柏原駅東口地区の計画の概要を
変更する。

２．変更理由

東部大阪都市計画都市再開発の方針の変更（大阪府決定）

　都市再開発法第２条の３第１項の規定に基づく「都市再開発の方針」に
ついて、都市における土地利用の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の
更新を図るため、「計画的な再開発が必要な市街地」及び当該市街地に係
る再開発の目標等を変更する。また、開発整備の進捗等にあわせて、「特
に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区」及び
当該地区の計画の概要を変更する。



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きいと
予想される地区又は特に
早急に再開発を行うこと
が望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

変
更
前

210-1
京阪牧野駅周辺地
区

約6.4ha 枚方市

鉄道駅等を中心に地域の地区拠点にふさ
わしい商業・業務機能の集積を図るととも
に防災性の向上、交通環境の改善を図
る。

京阪牧野駅周辺では、公共施設の整備に合わせ
て商業施設等の集積と都市型住宅の建設を促進
するなど計画的な土地の高度利用と防災性の向
上を図る。
都市計画道路の整備を促進し、交通環境の改善
を図る。

京阪牧野駅東地
区

変
更
後

210-1
京阪牧野駅周辺地
区

約6.4ha 枚方市

鉄道駅等を中心に地域の地区拠点にふさ
わしい商業・業務機能の集積を図るととも
に防災性の向上、交通環境の改善を図
る。

京阪牧野駅周辺では、公共施設の整備に合わせ
て商業施設等の集積と都市型住宅の建設を促進
するなど計画的な土地の高度利用と防災性の向
上を図る。
都市計画道路の整備を促進し、交通環境の改善
を図る。

変
更
前

210-2
京阪枚方市駅周辺
地区

約67ha 枚方市

東部大阪の都市拠点にふさわしい魅力あ
る各種機能を集積した広域的な拠点の形
成を図る。
淀川、旧京街道の自然や歴史環境を生か
した良好な都市空間の形成を図る。

鉄道駅周辺では商業・文化・福祉・医療・居住等の
複合機能を持った、中心市街地にふさわしい拠点
形成を図るとともに、地区の状況に応じて用途転
換を促進し、高度利用を図る。
街なみ環境整備事業等により歴史的景観の修復
を図り、良好な住環境の整備に努める。

変
更
後

210-2
京阪枚方市駅周辺
地区

約71ha 枚方市

東部大阪の都市拠点にふさわしい魅力あ
る各種機能を集積した広域的な拠点の形
成を図る。
淀川、旧京街道の自然や歴史環境を生か
した良好な都市空間の形成を図る。

鉄道駅周辺では商業・文化・福祉・医療・居住等の
複合機能を持った、中心市街地にふさわしい拠点
形成を図るとともに、地区の状況に応じて用途転
換を促進し、高度利用を図る。
街なみ環境整備事業等により歴史的景観の修復
を図り、良好な住環境の整備に努める。

変
更
前

210-3
京阪光善寺駅周辺
地区

約9.4ha 枚方市

鉄道の連続立体交差事業を契機に、地域
の地区拠点にふさわしい商業･文化機能
の集積を図るとともに防災性の向上、交通
環境の改善を図る。

鉄道の連続立体交差事業にあわせた商業・文化
機能の集積により、生活利便性の高い地区拠点の
形成を図る。
道路等の都市基盤施設の整備を促進し、鉄道駅
へのアクセス性を向上させる。また、それに伴い交
通環境の改善や歩行者空間の確保を図る。

変
更
後

210-3
京阪光善寺駅周辺
地区

約9.4ha 枚方市

鉄道の連続立体交差事業を契機に、地域
の地区拠点にふさわしい商業･文化機能
の集積を図るとともに防災性の向上、交通
環境の改善を図る。

鉄道の連続立体交差事業にあわせた商業・文化
機能の集積により、生活利便性の高い地区拠点の
形成を図る。
道路等の都市基盤施設の整備を促進し、鉄道駅
へのアクセス性を向上させる。また、それに伴い交
通環境の改善や歩行者空間の確保を図る。

京阪光善寺駅西
地区

※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地

新旧対照表



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きいと
予想される地区又は特に
早急に再開発を行うこと
が望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地

新旧対照表

変
更
前

215-1
京阪香里園駅周辺
地区

約134ha
枚方市
寝屋川市

京阪香里園駅東側周辺の交通環境の改善
を図るとともに、複合的な都市機能の集積
と土地の有効かつ高度利用を進め、防災
性の向上の図る。特に寝屋川市の北の結
節点として、新たな魅力を備えた都市核の
形成と災害に強く、心安らぐ、安全で人に
優しく都市的なまちづくりを推進する。

地域の地形を考慮した土地の有効かつ高度利用
を図り、商業、業務、居住、医療等の機能集積及び
新しい生活文化情報発信機能を発揮できる広域的
なサービス業等の拠点を目指すとともに、老朽住宅
の建て替えや道路、公園、広場などの確保を誘導
し、良好な住環境を有したまちづくりの形成を進め
る。

京阪香里園駅東
地区

防災再開
発促進地
区

変
更
後

215-1
京阪香里園駅周辺
地区

約134ha
枚方市
寝屋川市

京阪香里園駅東側周辺の交通環境の改善
を図るとともに、複合的な都市機能の集積
と土地の有効かつ高度利用を進め、防災
性の向上の図る。特に寝屋川市の北の結
節点として、新たな魅力を備えた都市核の
形成と災害に強く、心安らぐ、安全で人に
優しく都市的なまちづくりを推進する。

地域の地形を考慮した土地の有効かつ高度利用
を図り、商業、業務、居住、医療等の機能集積及び
新しい生活文化情報発信機能を発揮できる広域的
なサービス業等の拠点を目指すとともに、老朽住宅
の建替えや道路、公園、広場などの確保を誘導し、
良好な住環境を有したまちづくりの形成を進める。

防災再開
発促進地
区

変
更
前

215-2
京阪寝屋川市駅周
辺地区

約244ha 寝屋川市

寝屋川市駅周辺は水と緑と文化性を備え
た中心的な都市核の形成と災害に強く、心
やすらぐ、安全で人に優しい都市的な居住
環境を有したまちづくりを推進する。

都市基盤施設整備及び高度利用化により市民が
誇りを持てるシンボル景観を創出した都市核の形
成を図る。寝屋川市役所周辺は中心業務拠点とし
て商業・業務施設の集積を誘導する。また、老朽住
宅の建て替えや道路、公園、広場などの確保を誘
導し、良好な住環境を有したまちづくりの形成を進
める。

京阪寝屋川市駅
東地区

防災再開
発促進地
区

変
更
後

215-2
京阪寝屋川市駅周
辺地区

約244ha 寝屋川市

寝屋川市駅周辺は水と緑と文化性を備え
た中心的な都市核の形成と災害に強く、心
やすらぐ、安全で人に優しい都市的な居住
環境を有したまちづくりを推進する。

都市基盤施設整備及び高度利用化により市民が
誇りを持てるシンボル景観を創出した都市核の形
成を図る。寝屋川市役所周辺は中心業務拠点とし
て商業・業務施設の集積を誘導する。また、老朽住
宅の建替えや道路、公園、広場などの確保を誘導
し、良好な住環境を有したまちづくりの形成を進め
る。

防災再開
発促進地
区



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きいと
予想される地区又は特に
早急に再開発を行うこと
が望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地

新旧対照表

変
更
前

223-1 門真市北部地区 約460ha 門真市

老朽化した木造建築物等の建て替えを促
進し、良好な市街地への計画的な転換を
図り、快適な居住環境の実現をめざす。
防災道路の整備を進めるとともに住宅等の
不燃化や耐震化を促進し、安全な市街地
形成に努める。
主要鉄道駅周辺は、地域の生活拠点とし
て、生活文化機能の集積が図れるよう商
業・業務機能の高度集積と再整備に努め
る。

防災上課題のある老朽化した木造の建築物等の
建て替えを促進するとともに、公共施設等を整備す
ることにより、住環境の向上と併せて土地の有効利
用を図り、都市機能の更新に努める。

門真市北部地区

変
更
後

223-1 門真市北部地区 約461ha 門真市

老朽化した木造建築物等の建替えを促進
し、良好な市街地への計画的な転換を図
り、快適な居住環境の実現をめざす。
防災道路の整備を進めるとともに住宅等の
不燃化や耐震化を促進し、安全な市街地
形成に努める。
主要鉄道駅周辺は、地域の生活拠点とし
て、生活文化機能の集積が図れるよう商
業・業務機能、文化・交流機能の高度集積
と再整備に努める。

防災上課題のある老朽化した木造建築物等の建
替えを促進するとともに、公共施設等を整備するこ
とにより、住環境の向上と併せて土地の有効利用を
図り、都市機能の更新に努める。

門真市北部地区 防災再開
発促進地
区



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きいと
予想される地区又は特に
早急に再開発を行うこと
が望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地

新旧対照表

大阪外環状線鉄道と結節点となる高井田駅周辺で
は、公共施設の整備にあわせた商業・業務機能の
集積と都市型住宅の建設を促進するなど、東大阪
市北西部の沿道商業ゾーンとして計画的な土地の
高度利用を図る。

地下鉄高井田駅周辺地
区

川俣水みらいセンターの活用、布施公園の整備な
どにあわせ、建物の不燃化を促進し広域避難地の
確保を図る。

川俣水みらいセンター周
辺地区

鉄道駅周辺では駅前商業ゾーンとして商業機能の
集積と土地の高度利用を図る。
渋川放出線、大阪生駒線及び交通広場などの整
備を推進する。

ＪＲ徳庵駅周辺地区
ＪＲ放出駅周辺地区
ＪＲ鴻池新田駅周辺地区

ＪＲ徳庵駅周辺地
区

大阪外環状線鉄道や幹線道路の整備される地区
では、地区の状況に応じ用途転換を誘導するととも
に、土地の高度利用を図る。
既存工業地区の高度化と都市型産業の集積を図
る。
密集市街地において民間と行政の共同による災害
に強いすまいとまちづくりを促進する。

JRおおさか東線と結節点となる高井田駅周辺で
は、公共施設の整備にあわせた商業・業務機能の
集積と都市型住宅の建設を促進するなど、東大阪
市北西部の沿道商業ゾーンとして計画的な土地の
高度利用を図る。

地下鉄高井田駅周辺地
区

川俣水みらいセンターの活用、布施公園の整備な
どにあわせ、建物の不燃化を促進し広域避難地の
確保を図る。

川俣水みらいセンター周
辺地区

鉄道駅周辺では駅前商業ゾーンとして商業機能の
集積と土地の高度利用を図る。
徳庵稲田線及び交通広場などの整備を推進する。

ＪＲ徳庵駅周辺地区
ＪＲ鴻池新田駅周辺地区

ＪＲ徳庵駅周辺地
区

JRおおさか東線や幹線道路の整備される地区で
は、地区の状況に応じ用途転換を誘導するととも
に、土地の高度利用を図る。
既存工業地区の高度化と都市型産業の集積を図
る。
密集市街地において民間と行政の共同による災害
に強いすまいとまちづくりを促進する。

東大阪市

主要鉄道駅前等を中心に、周辺地域の特
性に応じて、地域中心商業地にふさわしい
商業・業務機能の集積を図る。
密集市街地や住工混在地の居住環境の改
善を図る。

東大阪市北部市街
地

約640ha227-1

227-1
東大阪市北部市街
地

約660ha

変
更
前

変
更
後

東大阪市

主要鉄道駅前等を中心に、周辺地域の特
性に応じて、地域中心商業地にふさわしい
商業・業務機能の集積を図る。
密集市街地や住工混在地の居住環境の改
善を図る。



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きいと
予想される地区又は特に
早急に再開発を行うこと
が望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地

新旧対照表

東大阪市の中心商業業務ゾーンとして、既存商店
街の近代化、市街地再開発事業を促進するととも
に、公共施設の整備にあわせた商業・業務機能の
集積と都市型住宅の建設を促進するなど、計画的
な土地の高度利用を図る。
渋川放出線、足代四条線などの整備を推進する。

近鉄布施駅周辺地区 近鉄布施駅周辺
地区

近鉄布施駅周辺地区と連たんする沿道商業ゾーン
として、公共施設の整備にあわせた商業・業務機能
の集積と都市型住宅の建設を促進するなど、計画
的な土地の高度利用を図る。
小阪稲田線などの整備を推進する。

近鉄小阪駅周辺地区

都市型住宅地として再整備を行い、地区の活性化
に努めるとともに、不燃化を促進し広域避難地の確
保を図る。

八戸の里・西岩田地区

建物の不燃化を促進し、広域避難地の確保を図
る。

近大・上小阪周辺地区

鉄道駅周辺では、公共施設の整備にあわせた商
業機能の集積と都市型住宅の建設を促進するな
ど、駅前商業ゾーンとして計画的な土地の高度利
用を図る。
大阪金岡線及び交通広場などの整備を図る。
大阪外環状線鉄道駅と結節する近鉄俊徳道駅・永
和駅周辺では、公共施設の整備にあわせた商業・
業務施設の集積と計画的な土地利用の形成を図
る。

近鉄俊徳道駅周辺地区
近鉄長瀬駅周辺地区
近鉄弥刀駅周辺地区

近鉄長瀬駅周辺
地区
近鉄弥刀駅周辺
地区

住宅地として再整備を行い、地区の活性化に努
め、居住性・防災性の向上に努める。
大阪外環状線鉄道駅の設置及び連続立体交差事
業に関連する公共施設の整備される地区及びその
周辺では、商業・業務施設の集積と都市型住宅の
建設を促進し、計画的な高度利用を図る。
商業施設の集積がみられる地区では、建物の更新
にあわせ用途転換を誘導するなど、地区の活性化
を図る。

大蓮周辺地区
ＪＲ長瀬駅周辺地区

ＪＲ長瀬駅周辺地
区

大阪外環状線鉄道や幹線道路の整備される地区
では、地区の状況に応じ用途転換を誘導するととも
に、土地の高度利用を図る。
既存工業地区の高度化と都市型産業の集積を図
る。
密集市街地において民間と行政の共同による災害
に強いすまいとまちづくりを促進する。

約1320ha 東大阪市
変
更
前

227-2
東大阪市西部中心
市街地

東大阪市の中心商業業務ゾーンにふさわ
しい商業・業務機能の集積を図る。
主要鉄道駅等を中心に、周辺地域の特性
に応じて地域中心商業地にふさわしい商
業・業務機能の集積を図る。
密集市街地や住工混在地の居住環境の改
善を図る。



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きいと
予想される地区又は特に
早急に再開発を行うこと
が望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地

新旧対照表

東大阪市の中心商業業務ゾーンとして、既存商店
街の近代化、市街地再開発事業を促進するととも
に、公共施設の整備にあわせた商業・業務機能の
集積と都市型住宅の建設を促進するなど、計画的
な土地の高度利用を図る。
高井田長堂線、足代荒川線などの整備を推進す
る。

近鉄布施駅周辺地区 近鉄布施駅周辺
地区

近鉄布施駅周辺地区と連たんする沿道商業ゾーン
として、公共施設の整備にあわせた商業・業務機能
の集積と都市型住宅の建設を促進するなど、計画
的な土地の高度利用を図る。
小阪稲田線などの整備を推進する。

近鉄小阪駅周辺地区

都市型住宅地として再整備を行い、地区の活性化
に努めるとともに、不燃化を促進し広域避難地の確
保を図る。

八戸の里・西岩田地区

建物の不燃化を促進し、広域避難地の確保を図
る。

近大・上小阪周辺地区

鉄道駅周辺では、公共施設の整備にあわせた商
業機能の集積と都市型住宅の建設を促進するな
ど、駅前商業ゾーンとして計画的な土地の高度利
用を図る。
足代金岡線及び交通広場などの整備を図る。
JRおおさか東線駅と結節する近鉄俊徳道駅・永和
駅周辺では、公共施設の整備にあわせた商業・業
務施設の集積と計画的な土地利用の形成を図る。

近鉄俊徳道駅周辺地区
近鉄長瀬駅周辺地区
近鉄弥刀駅周辺地区

近鉄長瀬駅周辺
地区
近鉄弥刀駅周辺
地区

住宅地として再整備を行い、地区の活性化に努
め、居住性・防災性の向上に努める。
JRおおさか東線駅の設置及び連続立体交差事業
に関連する公共施設の整備される地区及びその周
辺では、商業・業務施設の集積と都市型住宅の建
設を促進し、計画的な高度利用を図る。
商業施設の集積がみられる地区では、建物の更新
にあわせ用途転換を誘導するなど、地区の活性化
を図る。

大蓮周辺地区
ＪＲ長瀬駅周辺地区

ＪＲ長瀬駅周辺地
区

JRおおさか東線や幹線道路の整備される地区で
は、地区の状況に応じ用途転換を誘導するととも
に、土地の高度利用を図る。
既存工業地区の高度化と都市型産業の集積を図
る。
密集市街地において民間と行政の共同による災害
に強いすまいとまちづくりを促進する。

東大阪市

東大阪市の中心商業業務ゾーンにふさわ
しい商業・業務機能の集積を図る。
主要鉄道駅等を中心に、周辺地域の特性
に応じて地域中心商業地にふさわしい商
業・業務機能の集積を図る。
密集市街地や住工混在地の居住環境の改
善を図る。

227-2
東大阪市西部中心
市街地

変
更
後

約1300ha



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きいと
予想される地区又は特に
早急に再開発を行うこと
が望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地

新旧対照表

新都心（長田・荒本地区）では、中枢管理機能をは
じめとして商業・業務機能などの集積と、計画的な
土地の高度利用を図る。
近鉄東大阪線駅周辺では、計画的な土地利用転
換により沿道商業ゾーンとして商業機能の立地誘
導と計画的な土地の高度利用を図る。
居住環境の整備や土地利用の更新を図る。

長田・荒本地区 東大阪市新都心
整備地区

近鉄東大阪線駅周辺では、計画的な土地利用転
換により駅前商業ゾーンとして商業機能の立地誘
導と計画的な土地の高度利用を図る。

近鉄吉田駅周辺地区
近鉄新石切駅周辺地区

住宅地として再整備を行い、地区の活性化に努
め、居住性・防災性の向上に努める。

加納・吉原地区

幹線道路の整備される地区では、地区の状況に応
じ用途転換を誘導するとともに、土地の高度利用を
図る。
既存工業地区の高度化と都市型産業の集積を図
る。
密集市街地において民間と行政の共同による災害
に強いすまいとまちづくりを促進する。
生駒山麓の良好な住環境の保全と自然景観の整
備を図る。

新都心（長田・荒本地区）では、中枢管理機能をは
じめとして商業・業務機能などの集積と、計画的な
土地の高度利用を図る。
近鉄けいはんな線駅周辺では、計画的な土地利用
転換により沿道商業ゾーンとして商業機能の立地
誘導と計画的な土地の高度利用を図る。
居住環境の整備や土地利用の更新を図る。

長田・荒本地区 東大阪市新都心
整備地区

近鉄けいはんな線駅周辺では、計画的な土地利用
転換により駅前商業ゾーンとして商業機能の立地
誘導と計画的な土地の高度利用を図る。

近鉄吉田駅周辺地区
近鉄新石切駅周辺地区

住宅地として再整備を行い、地区の活性化に努
め、居住性・防災性の向上に努める。

加納・吉原地区

幹線道路の整備される地区では、地区の状況に応
じ用途転換を誘導するとともに、土地の高度利用を
図る。
既存工業地区の高度化と都市型産業の集積を図
る。
密集市街地において民間と行政の共同による災害
に強いすまいとまちづくりを促進する。
生駒山麓の良好な住環境の保全と自然景観の整
備を図る。

227-3
東大阪市東北部市
街地

約1030ha
変
更
後

227-3
東大阪市東北部市
街地

約1030ha
変
更
前

東大阪市

東部大阪の都市拠点にふさわしい魅力あ
る各種機能を集積した新都心の形成を図
る。
主要鉄道駅前等を中心に、周辺地域の特
性に応じて地域中心商業地にふさわしい
商業・業務機能の集積を図る。
密集市街地や住工混在地の居住環境の改
善を図る。
自然環境の保全と良好な居住環境の形成
を図る。

東大阪市

東部大阪の都市拠点にふさわしい魅力あ
る各種機能を集積した新都心の形成を図
る。
主要鉄道駅前等を中心に、周辺地域の特
性に応じて地域中心商業地にふさわしい
商業・業務機能の集積を図る。
密集市街地や住工混在地の居住環境の改
善を図る。
自然環境の保全と良好な居住環境の形成
を図る。



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きいと
予想される地区又は特に
早急に再開発を行うこと
が望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地

新旧対照表

鉄道駅周辺では、公共施設の整備にあわせた商
業機能の集積と都市型住宅の建設を促進するな
ど、駅前商業ゾーンとして計画的な土地の高度利
用を図る。
大阪瓢箪山線、八尾枚方線及び交通広場などの
整備を推進する。

近鉄若江岩田駅周辺地
区
近鉄河内花園駅周辺地
区

近鉄若江岩田駅
周辺地区
近鉄河内花園駅
周辺地区

瓢箪山駅周辺では、公共施設の整備にあわせた
商業機能の集積と都市型住宅の建設を促進するな
ど、東大阪市東部の駅前商業ゾーンとして計画的
な土地の高度利用を図る。
大阪瓢箪山線及び交通広場などの整備を図る。

近鉄瓢箪山駅周辺地区 近鉄瓢箪山駅周
辺地区

住宅地として再整備を行い、地区の活性化に努
め、居住性・防災性の向上に努める。

池島地区

幹線道路の整備される地区では、地区の状況に応
じ用途転換を誘導するとともに、土地の高度利用を
図る。
既存工業地区の高度化と都市型産業の集積を図
る。
密集市街地において民間と行政の共同による災害
に強いすまいとまちづくりを促進する。
生駒山麓の良好な住環境の保全と自然景観の整
備を図る。

鉄道駅周辺では、公共施設の整備にあわせた商
業機能の集積と都市型住宅の建設を促進するな
ど、駅前商業ゾーンとして計画的な土地の高度利
用を図る。
大阪瓢箪山線などの整備を推進する。

近鉄若江岩田駅周辺地
区
近鉄河内花園駅周辺地
区

近鉄若江岩田駅
周辺地区
近鉄河内花園駅
周辺地区

瓢箪山駅周辺では、公共施設の整備にあわせた
商業機能の集積と都市型住宅の建設を促進するな
ど、東大阪市東部の駅前商業ゾーンとして計画的
な土地の高度利用を図る。
大阪瓢箪山線及び交通広場などの整備を図る。

近鉄瓢箪山駅周辺地区 近鉄瓢箪山駅周
辺地区

住宅地として再整備を行い、地区の活性化に努
め、居住性・防災性の向上に努める。

池島地区

幹線道路の整備される地区では、地区の状況に応
じ用途転換を誘導するとともに、土地の高度利用を
図る。
既存工業地区の高度化と都市型産業の集積を図
る。
密集市街地において民間と行政の共同による災害
に強いすまいとまちづくりを促進する。
生駒山麓の良好な住環境の保全と自然景観の整
備を図る。

約910ha 東大阪市

主要鉄道駅前等を中心に、周辺地域の特
性に応じて地域中心商業地にふさわしい
商業・業務機能の集積を図る。
密集市街地や住工混在地の居住環境の改
善を図る。
自然環境の保全と良好な居住環境の形成
を図る。

変
更
前

227-4
東大阪市東南部市
街地

約910ha 東大阪市

主要鉄道駅前等を中心に、周辺地域の特
性に応じて地域中心商業地にふさわしい
商業・業務機能の集積を図る。
密集市街地や住工混在地の居住環境の改
善を図る。
自然環境の保全と良好な居住環境の形成
を図る。

変
更
後

227-4
東大阪市東南部市
街地



番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

用途、密度に関する基本
的方針、その他の土地利
用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施
設の整備の方針

再開発の推進のため
に必要な公共及び民
間の役割、再開発の
促進のための条件整
備等の措置

概ね５年以内に実
施予定の主要な
面的整備事業又
は住宅整備事業
の計画概要

概ね５年以内
に決定（変
更）予定の主
要な都市計
画に関する
事項

その他
必要に
応じて定
める事項

変
更
前

210-1-1
京阪牧野駅東
地区

約0.6ha 枚方市

道路・駅前広場・河川等
の都市基盤と一体的に
市街地を再整備するこ
とにより、交通結節点と
しての「移動の円滑化・
魅力ある賑わい空間の
確保」など、日常生活圏
を中心とする地区拠点と
しての機能を強化し、商
業の活性化ならびに都
市型住宅の供給を促進
する。

土地の合理的かつ健全
な高度利用を図りながら、
周辺地域と調和した市街
地の再整備をすすめ、生
活者の多様なニーズに応
える商業・居住施設等の
立地を促進する。

市街地再開発事業等に
より、耐火建築物への更
新を図り、地区の不燃化
と都市防災機能の強化
をすすめ、災害に強いま
ちづくりを推進する。
地区の顔として駅前に相
応しい都市景観に配慮
したシンボル性の高い建
築物の立地を推進する。

バス路線網の拡充等
による公共交通機関
の利用促進や利便性
向上を図るとともに、バ
リアフリー化された安
全で快適な歩行空間
が確保できるよう、駅
前広場を含む都市計
画道路牧野招提線の
整備を図る。

市街地再開発事
業

変
更
後

(削除)

変
更
前

(指定なし)

変
更
後

210-3-1
京阪光善寺駅西
地区

約1.4ha 枚方市

鉄道の連続立体交差事
業にあわせ、地域の拠
点にふさわしい生活
サービスなどの多様な
都市機能の集積を図る
とともに、これらの都市
機能と調和した都市居
住の誘導を図り、利便
性が高く良好な居住環
境の形成を促進する。

土地の合理的かつ健全
な高度利用を図りながら、
周辺地域と調和した市街
地の再整備をすすめ、住
宅・商業・業務・医療施設
等の立地を促進し、地域
拠点にふさわしい多様な
都市機能の集積を図る。

市街地再開発事業等に
より、耐火建築物への更
新を図り、地区の不燃化
と都市防災機能の強化
をすすめ、災害に強いま
ちづくりを推進する。

鉄道駅へのアクセス性
を向上させるなど、交
通環境の改善や歩行
者空間の確保を図る
ため、駅前広場を含む
都市計画道路北中振
線の整備を図る。

市街地再開発事
業

新旧対照表
計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

※下線部が変更箇所



番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

用途、密度に関する基本
的方針、その他の土地利
用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施
設の整備の方針

再開発の推進のため
に必要な公共及び民
間の役割、再開発の
促進のための条件整
備等の措置

概ね５年以内に実
施予定の主要な
面的整備事業又
は住宅整備事業
の計画概要

概ね５年以内
に決定（変
更）予定の主
要な都市計
画に関する
事項

その他
必要に
応じて定
める事項

新旧対照表
計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

※下線部が変更箇所

変
更
前

215-1-1
京阪香里園駅東
地区

約2.7ha
枚方市
寝屋川市

枚方、寝屋川両市に跨
る当地区は一体の市街
地として、京阪本線香里
園駅東側地域の公共施
設整備による交通環境
の改善を図るとともに、
民間活力の導入により
複合的な都市機能の集
積と土地の有効かつ高
度利用をすすめ、防災
機能の向上を図る。

京阪本線香里園駅の東
側地域の地形を考慮した
市街地形成をすすめ、特
に寝屋川市の都市核に
ふさわしい商業、業務、
居住、医療施設等の立地
と計画的な土地の有効か
つ高度利用を促進する。

市街地再開発事業等に
より耐火性能の高い建
築物への更新をすす
め、防災性の高い拠点
整備を促進する。
特に寝屋川市の北核と
してシンボル性の高い都
市景観の形成をすすめ
るとともに都市環境の向
上を図る。

都市計画道路香里園
駅東線、枚方八尾線
等の整備推進及び京
阪本線香里園駅への
アクセス向上、交通バ
リアフリー化など、公共
的施設整備と併せた
駅東地区周辺の総合
的な交通環境の改善
を図る。

市街地再開発事
業

変
更
後

（削除）

変
更
前

215-2-1
京阪寝屋川市駅
東地区

約1.5ha 寝屋川市

道路等の公共施設整備
にあわせ、民間活力の
導入により複合的な都
市機能の集積と土地の
有効高度利用をすす
め、防災機能の向上と
市の中心核にふさわし
い生活・文化・交流拠点
の形成を測る。

京阪寝屋川市駅西側地
域との一体性のある市街
地形成をすすめ、拠点機
能にふさわしい、居住、教
育・文化施設等の充実と
計画的な土地の有効か
つ高度利用を促進する。

市街地再開発事業等に
より耐火性能の高い建
築物への更新をすす
め、防災性の高い拠点
整備を促進する。
寝屋川市の中心核とし
てシンボル性の高い都
市景観の形成をすすめ
るとともに都市環境の向
上を図る。

都市計画道路寝屋川
駅前線や緑地を整備
し、京阪本線寝屋川市
駅へのアクセス向上を
図るとともに都市空間
の確保、交通バリアフ
リーを推進する。

市街地再開発事
業

変
更
後

（削除）



番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

用途、密度に関する基本
的方針、その他の土地利
用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施
設の整備の方針

再開発の推進のため
に必要な公共及び民
間の役割、再開発の
促進のための条件整
備等の措置

概ね５年以内に実
施予定の主要な
面的整備事業又
は住宅整備事業
の計画概要

概ね５年以内
に決定（変
更）予定の主
要な都市計
画に関する
事項

その他
必要に
応じて定
める事項

新旧対照表
計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

※下線部が変更箇所

変
更
前

223-1-1 門真市北部地区 約460ha 門真市

防災上課題のある老朽
化した木造の建築物等
の建て替えを促進する
とともに、公共施設等を
整備することにより、住
環境の向上と併せて土
地の有効利用を図り、
都市機能の更新に努め
る。

面的整備事業、建替誘
導、主要生活道路及び都
市計画道路等の整備によ
り、防災街区の整備、住
環境の整備、都市型住宅
の供給を図る。

木造賃貸住宅等の建て
替えによる建築物の不
燃化･耐震化及び共同
化・協調化を促進する。

国道163号、大阪中央
環状線を防災上重要
な道路として活用し、
基本安全軸として都市
計画道路大阪枚方京
都線、都市計画道路
寝屋川大東線の整備
に努めると共に防災性
向上を図るためにも主
要生活道路及び公園
の整備を図る。

防災性の高い市街地
が形成されるための
各種施策の強化を図
るとともに、住宅市街
地総合整備事業等の
実施や木造賃貸住
宅等の建て替えによ
る建築物の不燃化・
耐震化を誘導し、官
民お互いの連携を図
りながら効果的な再
開発を促進する。

住宅市街地総合
整備事業

防災再
開発促
進地区

変
更
後

223-1-1 門真市北部地区 約461ha 門真市

防災上課題のある老朽
化した木造建築物等の
建替えを促進するととも
に、公共施設等を整備
することにより、住環境
の向上と併せて土地の
有効利用を図り、都市
機能の更新に努める。

面整備事業、建替誘導、
主要生活道路及び都市
計画道路等の整備によ
り、防災街区の整備、住
環境の整備、良好な住宅
の供給を図る。

木造賃貸住宅等の建替
えによる建築物の不燃
化･耐震化を促進する。

国道163号、大阪中央
環状線、第二京阪道
路を防災上重要な道
路として活用し、基本
安全軸として都市計画
道路寝屋川大東線の
整備を進めると共に防
災性向上を図るために
も主要生活道路及び
公園の整備を図る。

防災性の高い市街地
を形成するための各
種施策の強化を図る
とともに、住宅市街地
総合整備事業等の実
施や木造賃貸住宅
等の建替えによる建
築物の不燃化・耐震
化を誘導し、官民の
連携を図りながら効
果的な再開発を促進
する。

住宅市街地総合
整備事業

防災再
開発促
進地区

変
更
前

227-1-1
ＪＲ徳庵駅周辺地
区

約5ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業・業務機能の集積
と、公共施設の整備にあ
わせた計画的な土地の高
度利用を図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

大阪生駒線、小阪稲
田線及びＪＲ徳庵駅前
交通広場などを整備
する。
JR学研都市線の立体
交差化を図る。

変
更
後

227-1-1
ＪＲ徳庵駅周辺地
区

約5ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業・業務機能の集積
と、公共施設の整備にあ
わせた計画的な土地の高
度利用を図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

徳庵稲田線、小阪稲
田線及びＪＲ徳庵駅前
交通広場などを整備
する。
JR学研都市線の立体
交差化を図る。



番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

用途、密度に関する基本
的方針、その他の土地利
用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施
設の整備の方針

再開発の推進のため
に必要な公共及び民
間の役割、再開発の
促進のための条件整
備等の措置

概ね５年以内に実
施予定の主要な
面的整備事業又
は住宅整備事業
の計画概要

概ね５年以内
に決定（変
更）予定の主
要な都市計
画に関する
事項

その他
必要に
応じて定
める事項

新旧対照表
計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

※下線部が変更箇所

変
更
前

227-2-1
近鉄布施駅周辺
地区

約35ha 東大阪市

東大阪市の地域核にふ
さわしい商業・業務機能
の集積を図る。

商業・業務機能の集積
と、公共施設の整備にあ
わせた計画的な土地の高
度利用を図る。

近鉄布施駅周辺では、
市街地再開発事業を促
進する。
民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

渋川放出線、足代四
条線、大阪金岡線など
を整備する。
地区周辺と一体となっ
た歩行者空間を整備
する。

変
更
後

227-2-1
近鉄布施駅周辺
地区

約35ha 東大阪市

東大阪市の地域核にふ
さわしい商業・業務機能
の集積を図る。

商業・業務機能の集積
と、公共施設の整備にあ
わせた計画的な土地の高
度利用を図る。

近鉄布施駅周辺では、
市街地再開発事業を促
進する。
民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

高井田長堂線、足代
荒川線などを整備す
る。
地区周辺と一体となっ
た歩行者空間を整備
する。

変
更
前

227-2-2
近鉄長瀬駅周辺
地区

約5ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業・業務機能の集積
と、公共施設の整備にあ
わせた計画的な土地の高
度利用を図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

大阪金岡線、柏田上
小阪線及び近鉄長瀬
駅前交通広場などを
整備する。
近鉄大阪線の立体交
差化を図る。

変
更
後

227-2-2
近鉄長瀬駅周辺
地区

約5ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業・業務機能の集積
と、公共施設の整備にあ
わせた計画的な土地の高
度利用を図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

柏田長瀬線及び近鉄
長瀬駅前交通広場な
どを整備する。
近鉄大阪線の立体交
差化を図る。

変
更
前

227-2-3
近鉄弥刀駅周辺
地区

約6ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業・業務機能の集積
と、公共施設の整備にあ
わせた計画的な土地の高
度利用を図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

大阪金岡線、渋川友
井線及び近鉄弥刀駅
前交通広場などを整
備する。
近鉄大阪線の立体交
差化を図る。

変
更
後

227-2-3
近鉄弥刀駅周辺
地区

約6ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業・業務機能の集積
と、公共施設の整備にあ
わせた計画的な土地の高
度利用を図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

足代金岡線、渋川友
井線及び近鉄弥刀駅
前交通広場などを整
備する。
近鉄大阪線の立体交
差化を図る。



番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

用途、密度に関する基本
的方針、その他の土地利
用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施
設の整備の方針

再開発の推進のため
に必要な公共及び民
間の役割、再開発の
促進のための条件整
備等の措置

概ね５年以内に実
施予定の主要な
面的整備事業又
は住宅整備事業
の計画概要

概ね５年以内
に決定（変
更）予定の主
要な都市計
画に関する
事項

その他
必要に
応じて定
める事項

新旧対照表
計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

※下線部が変更箇所

変
更
前

227-2-4
ＪＲ長瀬駅周辺地
区

約10ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業機能及び公共施設
の整備にあわせた計画的
な土地の高度利用を図
る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

大阪八尾線、柏田上
小阪線などを整備す
る。
大阪外環状線鉄道連
続立体交差事業を進
める。

変
更
後

227-2-4
ＪＲ長瀬駅周辺地
区

約10ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業機能及び公共施設
の整備にあわせた計画的
な土地の高度利用を図
る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

大阪八尾線、柏田長
瀬線などを整備する。

変
更
前

227-4-1
近鉄若江岩田駅
周辺地区

約13ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業機能の集積と、公共
施設の整備にあわせた計
画的な土地の高度利用を
図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

八尾枚方線、東大阪
中央線などを整備す
る。
近鉄奈良線連続立体
交差事業を進める。

変
更
後

227-4-1
近鉄若江岩田駅
周辺地区

約13ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業機能の集積と、公共
施設の整備にあわせた計
画的な土地の高度利用を
図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

大阪瓢箪山線などを
整備する。
近鉄奈良線連続立体
交差事業を進める。

変
更
前

227-4-2
近鉄河内花園駅
周辺地区

約9ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業機能の集積と、公共
施設の整備にあわせた計
画的な土地の高度利用を
図る。

近鉄河内花園駅周辺で
は、市街地再開発事業
を促進する。
民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

近鉄奈良線連続立体
交差事業を進める。

変
更
後

227-4-2
近鉄河内花園駅
周辺地区

約9ha 東大阪市

駅前商業ゾーンとして、
商業機能の集積を図
る。

商業機能の集積と、公共
施設の整備にあわせた計
画的な土地の高度利用を
図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

近鉄奈良線連続立体
交差事業を進める。



番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

用途、密度に関する基本
的方針、その他の土地利
用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施
設の整備の方針

再開発の推進のため
に必要な公共及び民
間の役割、再開発の
促進のための条件整
備等の措置

概ね５年以内に実
施予定の主要な
面的整備事業又
は住宅整備事業
の計画概要

概ね５年以内
に決定（変
更）予定の主
要な都市計
画に関する
事項

その他
必要に
応じて定
める事項

新旧対照表
計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区

※下線部が変更箇所

変
更
前

227-4-3
近鉄瓢箪山駅周
辺地区

約17ha 東大阪市

東大阪市の地域核とし
て、商業・業務機能の集
積を図る。

商業・業務機能の集積
と、公共施設の整備にあ
わせた計画的な土地の高
度利用を図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

大阪瓢箪山線、瓢箪
山駅前線、瓢箪山駅
前東西線、足代四条
線、及び近鉄瓢箪山
駅前交通広場などを
整備する。
近鉄奈良線の立体交
差化を図る。

変
更
後

227-4-3
近鉄瓢箪山駅周
辺地区

約17ha 東大阪市

東大阪市の地域核とし
て、商業・業務機能の集
積を図る。

商業・業務機能の集積
と、公共施設の整備にあ
わせた計画的な土地の高
度利用を図る。

民間建設活動の誘導に
より建物の共同化・不燃
化を促進する。
都市型住宅の建設を促
進する。

大阪瓢箪山線及び近
鉄瓢箪山駅前交通広
場などを整備する。
近鉄奈良線の立体交
差化を図る。

変
更
前

221-1-1
JR柏原駅東口地
区

約0.5ha 柏原市

柏原市の中心市街地の
玄関口として、駅前広
場、道路等の公共施設
整備、駅前整備等都市
機能の更新と土地の有
効活用を図り、災害に
強い活力のある街をつ
くる。

駅前広場や道路等の都
市基盤整備を行い商業・
業務・公益施設・住宅等
の建築物の整備に併せ
た土地の合理的かつ健
全な高度利用を図る。

JR柏原駅東口地区で
が、市街地再開発事業
の実施にむけて検討す
る。

都市計画道路大県本
郷線、柏原東駅前交
通広場、柏原駅東線、
法善寺築留線の整備
の検討をする。

住宅市街地基盤整
備事業により住環境
の整備を図る。

市街地再開発事
業(柏原駅東口地
区)

変
更
後

221-1-1
JR柏原駅東口地
区

約0.4ha 柏原市

柏原市の中心市街地の
玄関口として、駅前広
場、道路等の公共施設
整備、駅前整備等都市
機能の更新と土地の有
効活用を図り、災害に
強い活力のある街をつ
くる。

駅前広場や道路等の都
市基盤整備を行い商業・
業務・公益施設・住宅等
の建築物の整備に併せ
た土地の合理的かつ健
全な高度利用を図る。

JR柏原駅東口地区で
が、市街地再開発事業
の実施にむけて検討す
る。

都市計画道路大県本
郷線、柏原東駅前交
通広場、柏原駅東線、
法善寺築留線の整備
の検討をする。

住宅市街地基盤整
備事業により住環境
の整備を図る。

市街地再開発事
業(柏原駅東口地
区)



議第 426 号 

            東部大阪都市計画都市再開発の方針の変更      

  

京阪牧野駅周辺地区 

京阪寝屋川市駅周辺地区 

ＪＲ柏原駅周辺地区 

ＪＲ柏原駅東口地区 

ＪＲ長瀬駅周辺地区 

近鉄布施駅周辺地区 

東大阪市西部中心市街地 

東大阪市北部市街地 

近鉄若江岩田駅周辺地区 

近鉄河内花園駅周辺地区 

京阪光善寺駅周辺地区 

京阪光善寺駅西地区 

東大阪市新都心整備地区 

京阪枚方市駅周辺地区 

京阪香里園駅周辺地区 

門真市北部地区 

ＪＲ徳庵駅周辺地区 

近鉄弥刀駅周辺地区 

近鉄長瀬駅周辺地区 

近鉄瓢箪山駅周辺地区 

東大阪市東南部市街地 

東大阪市東北部市街地 

ＪＲ住道駅周辺地区 

ＪＲ住道駅北地区 

京阪萱島駅周辺地区 

枚方市 

寝屋川市 

交野市 

門真市 守口市 四條畷市 

大東市 

東大阪市 

八尾市 

柏原市 

門真市北部地区 

位 置 図 
N 

  

凡  例 

 計画的な再開発が必要な市街地 

 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を

促進すべき相当規模の地区 

 市街化区域 

 



議第427号

１．変更の概要

対象市名 変更の概要

河内長野市
和泉市

○「計画的な再開発が必要な市街地」
・河内長野駅周辺市街地及びＪＲ和泉府中駅前周辺市街地
の目標等を変更する。

○「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき
相当規模の地区」
・ＪＲ和泉府中駅東第一地区を削除する。
・河内長野駅前地区の計画の概要を変更する。

２．変更理由

南部大阪都市計画都市再開発の方針の変更（大阪府決定）

　都市再開発法第２条の３第１項の規定に基づく「都市再開発の方針」につ
いて、都市における土地利用の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新
を図るため、「計画的な再開発が必要な市街地」に係る再開発の目標等を変
更する。また、開発整備の進捗等にあわせて、「特に一体的かつ総合的に市
街地の再開発を促進すべき相当規模の地区」及び当該地区の計画の概要を変
更する。



番号
計画的な

再開発が必要な
市街地

面積 市町村名 再開発の目標
土地の合理的かつ健全な高度利用
及び都市機能の更新に関する方針

特に整備効果が大きい
と予想される地区又は特
に早急に再開発を行うこ
とが望ましい地区

特に一体的かつ
総合的に再開発
を促進すべき地
区

備考

変
更
前

216-1
河内長野駅周辺市
街地

約54ha 河内長野市

河内長野駅周辺から市役所周辺に至る中
心市街地では、シンボルロードを軸にし
て、駅周辺とラブリーホール周辺、市役所
周辺を魅力ある都市空間でつなぎ、商業・
文化・教育・生活サービス等の都市機能の
集積をはかり、河内長野市の地域核にふさ
わしい土地利用を進める。

河内長野駅周辺から市役所周辺にかけては、河
内長野市の地域核にふさわしい商業・文化・教育・
生活サービスなどの都市機能の集積を図り、中心
市街地としての整備を進める。
ラブリーホール周辺を文化の拠点ゾーン、市役所
周辺を市民の交流ゾーンとし、河内長野駅周辺と
それぞれをシンボルロードで結んだネットワークづ
くりを進める。
安全で円滑な人と車の移動と確保を図るため、河
内長野駅周辺での駐車場整備を検討する。
河内長野駅周辺の交通渋滞の緩和を図る。
災害に強いまちづくりを目指す。

河内長野駅周辺地区 河内長野駅前地
区

変
更
後

216-1
河内長野駅周辺市
街地

約54ha 河内長野市

河内長野駅周辺に、河内長野市の都市拠
点にふさわしい商業・文化・教育・生活
サービスなどの都市機能の集積を図り、中
心市街地としての整備を進める。

都市拠点の河内長野駅周辺、ラブリーホール周
辺、行政拠点の市役所周辺を結ぶ道路ネットワー
クづくりを進める。
河内長野駅周辺の安心・安全に歩ける空間の確
保と交通渋滞の緩和を図る。
河内長野駅前において、建築物共同化を促進し、
連鎖的に共同化を進めることにより、まちなか居住
の推進を図るとともに、災害に強いまちづくりをめ
ざす。
安全で円滑な人と車の移動と確保を図るため、河
内長野駅周辺での駐車場整備を検討する。

河内長野駅周辺地区 河内長野駅前地
区

変
更
前

219-1
JR和泉府中駅前周
辺市街地

約4.9ｈａ 和泉市

和泉市の地域核として、賑わいと活気あふ
れた地域づくりを行うため、都市環境の整
備を行い、商業業務機能を始め都市機能
の再生整備を図る。

・商業、業務地の集約化を図り、魅力的な地域核
の形成を図る。
・道路、駅前広場等の整備を進める。
・老朽化した建築物の密集地区の整備による都市
の不燃化を図る。

ＪＲ和泉府中駅
東第一地区

変
更
後

219-1
JR和泉府中駅前周
辺市街地

約4.9ｈａ 和泉市

和泉市の地域核として、賑わいと活気あふ
れた地域づくりを行うため、都市環境の整
備を行い、商業業務機能を始め都市機能
の再生整備を図る。

商業、業務地の集約化を図り、魅力的な地域核の
形成を図る。
道路等の整備を進める。
老朽化した建築物の整備による都市の不燃化を
図る。

新旧対照表 ※下線部が変更箇所

計画的な再開発が必要な市街地



番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

用途、密度に関する基本
的方針、その他の土地利
用計画の概要

建築物の更新の方針
都市施設及び地区施
設の整備の方針

再開発の推進のため
に必要な公共及び民
間の役割、再開発の
促進のための条件整
備等の措置

概ね５年以内に実
施予定の主要な
面的整備事業又
は住宅整備事業
の計画概要

概ね５年以内
に決定（変
更）予定の主
要な都市計
画に関する
事項

その他
必要に
応じて定
める事項

変
更
前

216-1-1
河内長野駅前地
区

約15ha 河内長野市

河内長野市の地域核と
してふさわしい都市機
能の充実をはかり、中心
市街地としての整備を
進める。

商業、文化、教育、生活
サービス等の都市機能の
充実を図るとともに、災害
に強いまちづくりに向け
計画的な都市基盤整備
を図る。

住民意向を踏まえつつ
市街地再開発事業等の
面的整備にあわせて更
新する。

・市街地再開発事業
等の面的整備を図る。
・公益施設や商業施
設の整備を図る。
・都市計画道路河内
長野駅前線及び狭山
三日市線の整備が図
れるよう努める。

変
更
後

216-1-1
河内長野駅前地
区

約15ha 河内長野市

河内長野市の都市拠点
としてふさわしい都市機
能の充実を図り、中心
市街地としての整備を
進める。

商業、文化、教育、生活
サービス等の都市機能の
充実を図るとともに、災害
に強いまちづくりに向け
計画的な都市基盤整備
を図る。
多様なニーズに対応した
住宅の供給を促進する。
まちなか居住を推進す
る。

地権者等の意向を踏ま
えつつ、民間主体で市
街地再開発事業、優良
建築物等整備事業等の
手法を活用して、建築物
の共同化を促進すること
により、建築物を更新す
る。

商業、文化、教育、生
活サービス等の都市
機能を持つ施設の整
備を図る。
市街地再開発事業、
優良建築物等整備事
業等の手法を活用し
て、建築物の共同化の
促進を図ることにより、
上記施設の整備を図
る。
都市計画道路河内長
野駅前線の整備が図
れるよう努める。

変
更
前

219-1-1
Ｊ Ｒ 和泉府中駅
東第一地区

約2.3ha 和泉市

和泉市の地域核にふさ
わしい土地の合理的か
つ健全な高度利用及び
地区の活性化と都市機
能の更新を図る。

駅前広場や道路等の都
市基盤整備を行い、商
業・公益施設、駐車場等
の建築物の整備により、
計画的な土地の高度利
用を図るとともに、都市型
住宅の供給を図る。

老朽木造建築物等を解
消し、土地の高度利用を
図る。

・自転車駐車場の整備
を図る。
・都市計画道路和泉
府中南通線の整備を
図る。

・自転車駐車場の整
備を図る。
・都市計画道路和泉
府中南通線の整備を
図る。

再開発事業にお
いて、施設建築物
の一部として住宅
棟を整備する。

変
更
後

(削除)

新旧対照表 ※下線部が変更箇
計画的な再開発が必要な市街地のうち特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区



議第 427 号 

南部大阪都市計画都市再開発の方針の変更 

 

 

 

 

 

  

南海羽衣駅周辺地区 

南海羽衣駅前地区 

南海高石駅周辺地区 

南海高石駅西地区 

堺市 

松原市 
藤井寺市 

羽曳野市 

太子町 

大阪狭山市 

富田林市 
河南町 

千早赤阪村 

河内長野市 

和泉市 

高石市 

泉大津市 忠岡町 

貝塚市 

泉佐野市 

熊取町 
田尻町 

泉南市 

阪南市 

岬町 

ＪＲ和泉府中駅前周辺市街地 

岸和田旧港地区 

ＪＲ東岸和田駅周辺地区 

南海泉佐野駅周辺地区 

三日市周辺市街地 

南海三日市町駅周辺地区 

河内長野駅周辺市街地 

河内長野駅前地区 

岸和田市 

N 

位 置 図 

  

凡  例 

 計画的な再開発が必要な市街地 

 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を

促進すべき相当規模の地区 

 市街化区域 

 



議第428号

１．変更の概要

対象市町名 変更の概要

豊能町
能勢町
箕面市
池田市
豊中市
吹田市
茨木市
高槻市
島本町
摂津市

○「住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整
備又は開発の方針」
・目標及び方針を変更する。

○「一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開
発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案
し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と
認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化調整
区域における相当規模の地区」
・太田東芝町地区及び庄一丁目地区を追加する。
・小野原西地区、緑丘地区、大阪モノレール小路駅周辺地
区、西利倉地区、野畑東地区、旭丘地区、東豊中地区、茨木
ヒルズ地区、真砂・玉島台地区、茨木玉櫛地区、茨木福井地
区、高槻深沢地区、ＪＲ高槻駅北東地区及び総持寺地区を削
除する。
・国際文化公園都市地区の区域及び計画の概要を変更する。
・庄内地区、豊南町地区、千里山地区、千里ＮＴ地区及び安
威川地区の計画の概要を変更する。

２．変更理由

北部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（大阪府決定）

　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第４
条第１項の規定に基づく「住宅市街地の開発整備の方針」について、良好な
住宅市街地の開発整備を図るため、住宅市街地の開発整備の目標等を変更す
る。また、開発整備の進捗等にあわせて、「一体的かつ総合的に良好な住宅
市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況
等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認めら
れる都市計画法第７条第１項の規定による市街化調整区域における相当規模
の地区」及び当該地区の計画の概要を変更する。



北部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（大阪府決定） 

新旧対照表（前文） 

（新）平成 29年度 （旧）平成 19年度 

１．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、住宅市街地の開発整備

の目標 

 

 住宅・まちづくりの推進においては、大阪ならではの魅力を存

分に活かし、「住まうなら大阪」と思える、多様な人々が住まい、

訪れる居住魅力あふれる都市を創造することとし、安全・安心の

確保とあわせて、環境に配慮された住まいと都市の実現、多様な

人を惹きつけ活き活きとくらすことができる住まいと都市の実

現をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、住宅市街地の開発整備

の目標 

 

 大阪の住宅・まちづくりを取り巻く社会状況、課題を踏まえ、

今後、「安全・安心で居住魅力と活力ある大阪」を目指すべき共通

の目標とし、その目標達成に向け、大阪府、市町村、府民、事業

者等が協働して、住宅・まちづくりを推進する。 

新しい住宅まちづくり政策の展開にあたっては、府民の生命と

財産を守るという原点に戻り、府民の「安全」や「安心」を支え

る居住の確保を優先すべき事項として位置づけるとともに、大阪

の将来を支えるための活力をいかに生み出すかという観点から、

「価値観や居住ニーズの多様性」への対応、行政や民間、住民、

コミュニティによる「協働」、様々な魅力の「次世代への継承」と

いった住まいや暮らしの豊かさの実現を追求する。 

 

 

 

 

 



２．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、良好な住宅市街地の整

備又は開発の方針 

 

住宅市街地の開発整備の目標を達成し、府民の住生活の安定の

確保及び向上の促進を図るため、良好な住宅市街地の整備又は開

発を、以下のテーマ別、地域特性別の方針に基づき進める。 

なお、住宅市街地の整備又は開発に際しては、必要となる関連

公共公益施設の整備を総合的、計画的に進めるとともに、地区計

画制度等の活用を図る。 

 

（１）テーマ別方針 

 ①国内外から多様な人々を惹きつける住まいと都市の実現 

関西、日本の成長をけん引する大都市として、大阪ならではの

魅力を存分に活かし、国内外の人々にとって多様かつ魅力的で、

住みたい、住み続けたい、訪れたいと思える住まいと都市を実現

し、大阪への新しい人の流れを生み出す。 

 

 

 ②活き活きとくらすことができる住まいと都市の実現 

働き・学び・遊び・住まうための多彩な機能を有する都市の形

成を図るとともに、府民一人ひとりが適切な住まいやサービスを

選択できる環境を整備するなど、大阪に住まう人々が活き活きと

２．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、良好な住宅市街地の整

備又は開発の方針 

 

住宅市街地の開発整備の目標を達成し、府民の住生活の安定の

確保及び向上の促進を図るため、良好な住宅市街地の整備又は開発

を、以下のテーマ別、地域特性別の方針に基づき進める。 

 なお、住宅市街地の整備又は開発に際しては、必要となる関連公

共公益施設の整備を総合的、計画的に進めるとともに、地区計画制

度等の活用を図る。 

 

（１）テーマ別方針 

 ①安全な住まいとまちづくり 

大阪に暮らす府民の生命と財産を守り、日々の生活を送る住ま

いの確保とまちの安全性の向上は最も重要であり、地震や火災等

に強く、災害が起きても被害を最小限に抑える滅災の視点に立っ

た住まいとまちづくり、犯罪の発生を防ぎ、安全に暮らせる住ま

いとまちづくりを進めていく。 

 

 ②安心して暮らせる住まいとまちづくり 

大阪に暮らす誰もが、“すべての人は、人間として皆同じ人権

を有しており、一人ひとりがかけがえのない存在である”という

ことを認識し、それぞれの個性や価値観、生き方の違いを認め合

い、多様性を尊重し、安心して暮らせることは安全と並び最も重



くらすことができる住まいと都市を実現する。 

 

 

 

 

 

 

 ③環境にやさしく快適にくらすことができる住まいと都市の実現 

鉄道・バスなどの公共交通が充実し、住宅・建築物の省エネ化・

長寿命化が図られるとともに、再生可能エネルギーの活用や都市

緑化等が進んだ、環境にやさしく、快適にくらすことができる住

まいと都市を実現する。 

 

 ④安全を支える住まいと都市の実現 

住宅等の耐震化や耐火性などの向上や、大規模な地震や集中豪

雨による浸水被害、土砂災害などの災害が発生しても、被害が最

小限に抑えられ、人命が守られるとともに、防犯面においても安

全性が高い住まいと都市を実現する。 

 

 

 ⑤安心してくらすことができる住まいと都市の実現 

子どもから高齢者、障がい者、外国人をはじめ、誰もが住み慣

れた地域で、ともに安心・快適にくらすことができる住まいと都

要な事項である。総合計画の「共生の視点」や「公正さの視点」

を踏まえ、同和問題や高齢者・障害者・母子家庭・外国人などが

抱える様々な課題に対し、すべての人権が尊重される豊かな社会

の実現を目指して、すべての人が住み慣れた地域で、安心して暮

らしていけるよう、住宅困窮者への対応を進めるとともに、ユニ

バーサルデザインの住宅・まちづくりを進める。 

 

 ③さまざまな暮らしが選べる住まいとまちづくり 

大阪の大都市として持つ多彩な魅力を活かし、多様で魅力的な

ライフスタイルが実現できる住まいとまちを目指す。世帯構成の

変化やライフスタイルの多様化に対応するため、多様な暮らしの

選択が可能な住宅の供給やまちづくりを進めていく。 

 

 ④活力あるコミュニティに支えられる住まいとまちづくり 

防災、防犯、福祉、環境などの地域をとりまく課題の解決には、

行政施策だけではなく、地域の課題解決に取り組む自治会、ＮＰ

Ｏ等の活動との連携が不可欠である。今後、こうしたコミュニテ

ィの活力を維持・活性化し、支えあい、つながり合える住まいと

まちづくりを進めていく。 

 

⑤次世代に継承できる住まいとまちづくり 

大都市としての魅力と、身近なところに豊かな自然や文化があ

り、暮らしやすいという大阪の魅力を次世代に伝えていくため、道

路や公園、住宅など、これまでに蓄積してきた都市資産を、景観や



市を実現し、全ての人々の人権が尊重される豊かな社会を実現す

る。 

 

 

（２）地域特性別方針 

市街地の拡散を抑制するとともに、既成市街地の再整備や既存

ストックの有効活用を図り、以下の地域特性に応じた方針に基づ

き進めていく。 

 

 

 ① 都心地域その他既成市街地内においては、建替え等を推進する

とともに、良質な住宅・宅地ストックの流通や空家の有効利用を

促進し、地域内の低・未利用地については、有効・高度利用によ

る住宅及び住宅地の供給を促進する。 

 

 ② 既成市街地内の老朽公的賃貸住宅団地や密集市街地等において

は、地域の特性に応じて基盤整備と一体となった住宅の供給等及

び住宅地の供給を促進する。 

 

 ③ 都市農地については、農業の安定的な継続を図ることや、機能

の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資する

ことが重要であることから、適正な保全を図る。 

 

地球環境の問題に配慮し、最大限活用することにより、大阪の居住

魅力を次世代に継承できる住まいとまちづくりを進めていく。 

 

 

（２）地域特性別方針 

市街地の拡散を抑制するとともに、既成市街地の再整備や既存ス

トックの有効活用を図り、成熟社会に対応した持続可能な集約・連

携型都市構造の強化を図りながら、以下の地域特性に応じた方針に

基づき進めていく。 

 

 ① 既成市街地内においては、建替え等を推進するとともに、良質な

住宅・宅地ストックの流通を促進し、地域内の低・未利用地につ

いては、有効・高度利用による住宅及び住宅地の供給を促進する。 

 

 

 ② 既成市街地内の老朽公共賃貸住宅団地や木造密集市街地等にお

いては、地域の特性に応じて基盤整備と一体となった住宅の供給

等及び住宅地の供給を促進する。 

 

 ③ 市街化区域内農地においては、市街地内の貴重な緑地資源である

ことを十分に認識し、保全を視野に入れ、農地と住宅地が調和し

たまちづくりなど計画的な利用を図る。 

 

 



 

 

 

 

 ④ 計画的住宅市街地（ニュータウン）においては、住民等の意向

にも配慮しながら策定されたまちづくり指針等に基づき、豊かな

居住環境の保全に配慮しつつ良質な住宅市街地のストックを有

効に活用し、優良な市街地の形成を図る。 

 

 

３．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第２号の規定に基づく、一体的かつ総合的に良

好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化

区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的

に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の

規定による市街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要 

 

 「別表のとおり」 

 ④ 丘陵部においては、地域の住宅需要を見極めつつ、自然環境の保

全に配慮され、将来にわたって地域の資産となる豊かな居住環境

を備えた優良な市街地となるものについて、その形成を図る。 

 

 ⑤ 千里ニュータウン等計画開発住宅市街地においては、建築物の老

朽化等により建替え等の必要が生じている場合にあっては、住民

等の意向にも配慮しながら策定されたまちづくり指針等に基づ

き、豊かな居住環境の保全に配慮しつつ良好な住宅市街地のスト

ックを有効に活用し、優良な市街地の形成を図る。 

 

３．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第２号の規定に基づく、一体的かつ総合的に良

好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化

区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的

に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の

規定による市街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要 

 

 「別表のとおり」 

 



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

変
更
前

220-2 小野原西地区 約34ha
箕
面
市

箕面市東部に位置する本地区にお
いて、地域の国際的・文化的・教育
的施設のストックを活かし、小野原
地区での区画整理、阪急小野原住
宅地や千里ニュータウン等の、周辺
土地利用と一体となった良好な住宅
地としての整備を図る。

土地区画整理事業により生活に身
近な商業業務施設・サービス施設の
集積地や緑豊かで魅力的な住宅地
等の基盤整備を進め、さらには地区
計画等により計画的な市街地の形
成を誘導する。

幹線・補助幹線道路を中心として、
区画道路を適正に配置するととも
に、近隣公園、街区公園及び緑地
を適正に配置する。

国際性を意識した都
市機能の誘導を図る
とともに、多様で良
質な住宅建設を促
進し、良好な住宅地
形成を図る。

土地区画整理事業
（事業中)

変
更
後

（削除）

変
更
前

204-1 緑丘地区 約9ha
池
田
市

池田市東部に位置する本地区にお
いて、都市再生機構住宅の建替事
業や隣接する都市公園の整備を行
い土地の有効利用、居住水準の向
上及び住宅環境の改善を図る。

都市再生機構の建て替えと残地に
ついての土地の有効利用を図ること
と併せ、道路等の基盤整備を行うこ
とにより、良好な住環境を形成する。

都市再生機構の住宅の建て替えと
併せて地区内道路等を適正に配置
する。

都市再生住宅機構
住宅建替事業
(事業中)

変
更
後

（削除）

変
更
前

203-1
大阪モノレー
ル少路駅周辺
地区

約68ha
豊
中
市

豊中市北部に位置し、大阪中央環
状線に接する大阪モノレール少路
駅周辺地区において、交通の利便
性を活かし、道路等の都市基盤施
設の整備を図るとともに、良好な住
環境を確保しつつ、居住・業務等の
機能が調和した良好な市街地を計
画的に誘導する。

土地区画整理事業により基盤整備
された地区であり、良好な住宅地の
形成を図る。

都市計画道路及び駅前広場を中心
として、区画街路、街区公園等が適
正に配置されている。

変
更
後

（削除）

変
更
前

203-2 西利倉地区 約22ha
豊
中
市

豊中市南西部に位置する本地区に
おいて、隣接する既成市街地と関
連した道路等の公共公益施設の整
備により良好な住環境を確保し、良
好な市街地を計画的に誘導する。

土地区画整理事業により基盤整備
された地区であり、良好な住宅地の
形成を図る。

本地区に接して近隣公園が整備済
であるとともに、土地区画整理事業
により区画街路が適正に配置されて
いる。

変
更
後

（削除）

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街
化調整区域における相当規模の地区（重点地区）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街
化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

203-3 野畑東地区 約11ha
豊
中
市

豊中市北部に位置する本地区にお
いて、隣接する既成市街地と関連し
た道路等の公共公益施設の整備に
より良好な住環境を確保し、良好な
市街地を計画的に誘導する。

土地区画整理事業により基盤整備
された地区であり、良好な住宅地の
形成を図る。

区画街路、街区公園等の都市基盤
は土地区画整理事業により整備さ
れ、適正に配置されている。

変
更
後

（削除）

変
更
前

203-4 旭丘地区 約19ha
豊
中
市

豊中市中央部に位置する本地区に
おいて老朽化した都市再生機構住
宅及び分譲住宅を一体的に建替
え、良質な住宅を供給する。建替事
業の残地については、民間活力の
活用を図りながら土地の有効利用、
居住水準の向上及び住環境の改善
を図る。

土地を有効利用することにより、居
住水準の向上を図るとともに、周辺
地区へのアクセス道路等関連公共
施設を整備する。

地区内道路及び周辺地区との関連
道路を適正に配置するとともに、地
区内に近隣公園を配置する。

高齢者等にも配慮し
た中高層住宅の建
替えにより、居住水
準の向上と良質な住
宅の供給を図る。

都市再生機構住宅
建替事業、住宅市
街地総合整備事業
(事業中)

変
更
後

（削除）

変
更
前

203-5 東豊中地区 約14ha
豊
中
市

豊中市中央部に位置する本地区に
おいて、老朽化した都市再生機構
住宅を一体的に建替え、良質な住
宅を供給する。

土地を有効利用することにより、居
住水準の向上を目指し、良質な住
宅を供給するとともに、地区内道路
を再整備する。

地区内道路及び周辺地区との関連
道路を適正に配置する。

高齢者等にも配慮し
た中高層住宅の建
替えにより、居住水
準の向上と良質な住
宅の供給を図る。

都市再生機構住宅
建替事業
（事業中）

変
更
後

（削除）

変
更
前

203-6 庄内地区 約430ha
豊
中
市

豊中市南部に位置する本地区にお
いて、老朽化した木造賃貸住宅等
が密集した地域の住環境整備を図
るため、道路公園等の地区施設の
整備と木造賃貸住宅等の建替等を
進め、良質な住宅を供給する。

地区施設の整備を行い、現行の土
地利用に応じた土地の有効利用を
図る。

都市計画道路等の地区幹線道路の
整備を行うとともに、生活道路、緑道
公園広場等の整備を図る。

住宅市街地総合整
備事業により住環境
の整備を図る。

住宅市街地総合整
備事業
（事業中）

市街地再開発事
業（庄内駅周辺地
区）

変
更
後

203-1 庄内地区 約430ha
豊
中
市

豊中市南部に位置する本地区にお
いて、老朽化した木造賃貸住宅等
が密集した地域の住環境整備を図
るため、道路公園等の地区施設の
整備と木造賃貸住宅等の建替え等
を進め、良質な住宅を供給する。

地区施設の整備を行い、現行の土
地利用に応じた土地の有効利用を
図る。

都市計画道路等の地区幹線道路の
整備を行うとともに、生活道路、緑道
整備を図る。併せて、公園広場等の
整備を図る。

住宅市街地総合整
備事業により住環境
の整備を図る。

住宅市街地総合整
備事業
（事業中）

市街地再開発事
業（庄内駅周辺地
区）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街
化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

203-7 豊南町地区 約80ha
豊
中
市

豊中市南部に位置する本地区にお
いて、老朽化した木造賃貸住宅等
が密集した地域で、この地域の住環
境整備を図るため、道路公園等の
地区施設の整備と木造賃貸住宅等
の建替等を進め、良質な住宅を供
給する。

地区施設の整備を行い、現行の土
地利用に応じた土地の有効利用を
図る。

都市計画道路等の地区幹線道路の
整備を行うとともに、生活道路、緑道
整備を図る。併せて、公園広場等の
整備を図る。

住宅市街地総合整
備事業により住環境
の整備を図る。

住宅市街地総合整
備事業
（事業中）

変
更
後

203-2 豊南町地区 約80ha
豊
中
市

豊中市南部に位置する本地区にお
いて、老朽化した木造賃貸住宅等
が密集した地域の住環境整備を図
るため、道路公園等の地区施設の
整備と木造賃貸住宅等の建替え等
を進め、良質な住宅を供給する。

地区施設の整備を行い、現行の土
地利用に応じた土地の有効利用を
図る。

都市計画道路等の地区幹線道路の
整備を行うとともに、生活道路、緑道
整備を図る。併せて、公園広場等の
整備を図る。

住宅市街地総合整
備事業により住環境
の整備を図る。

住宅市街地総合整
備事業
（事業中）

変
更
前

205-1 千里山地区 約10ha
吹
田
市

吹田市中央部に位置する本地区に
おいて、老朽化した都市再生機構
住宅の建て替えにより、土地の有効
活用、居住水準の向上及び住環境
の改善を図り、良好な市街地を計画
的に誘導する。

住宅市街地総合整備事業により、
老朽化した都市再生機構住宅を良
質な都市型住宅に建て替える。

都市再生機構住宅の建て替えとあ
わせ、道路等公共施設を配置する。

住宅市街地総合整
備事業により住環境
の整備を行う。

都市再生機構住宅
建替事業、住宅市
街地総合整備事業

道路
用途地域
高度地区
防火地域及び準
防火地域
地区計画

変
更
後

205-1 千里山地区 約10ha
吹
田
市

吹田市中央部に位置する本地区に
おいて、老朽化した都市再生機構
住宅の建替えにより、土地の有効活
用、居住水準の向上及び住環境の
改善を図り、良好な市街地を計画的
に誘導する。

住宅市街地総合整備事業により、
老朽化した都市再生機構住宅を良
質な都市型住宅に建替える。

都市再生機構住宅の建替えとあわ
せ、道路等公共施設を配置する。

住宅市街地総合整
備事業により住環境
の整備を行う。

住宅市街地総合整
備事業（事業中）

変
更
前

205-2 千里NT地区 約1104ha
豊
中
市

吹
田
市

吹田市北部から豊中市北部にかけ
て位置する本地区において、老朽
化した公営・公的住宅等の建替え
等により、豊かな居住環境の保全に
配慮しつつ良質な住宅の供給を図
る。

老朽化した公営・公的住宅等の建
替え等により、良質な住宅を供給す
るとともに、地区計画等の活用により
豊かな居住環境の保全に配慮した
土地利用の誘導を図る。

計画的住宅市街地として開発され、
基盤整備された地区であり、幹線街
路、公園等適正に配置されている
が、公営・公的住宅等の建替えに合
わせて、地区の特性に応じた地区
施設を配置する。

高齢者等にも配慮し
た公営・公的住宅の
建替え等により、居
住水準の向上と良
質な住宅の供給を
図る。

公社住宅建替事業
公営住宅建替事業
（事業中）

地区計画

変
更
後

205-2 千里NT地区 約1104ha
豊
中
市

吹
田
市

吹田市北部から豊中市北部にかけ
て位置する本地区において、老朽
化した公営・公的住宅等の建替え
等により、豊かな居住環境の保全に
配慮しつつ良質な住宅の供給を図
る。

老朽化した公営・公的住宅等の建
替え等により、良質な住宅を供給す
るとともに、地区計画等の活用により
豊かな居住環境の保全に配慮した
土地利用の誘導を図る。

計画的住宅市街地として開発され、
基盤整備された地区であり、幹線街
路、公園等適正に配置されている
が、公営・公的住宅等の建替えに合
わせて、地区の特性に応じた地区
施設を配置する。

高齢者等にも配慮し
た公営・公的住宅の
建替え等により、居
住水準の向上と良
質な住宅の供給を
図る。

公営住宅建替事業
（事業中）
都市再生機構住宅
建替事業
新千里東町近隣セ
ンター地区第一種
市街地再開発事業

地区計画



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街
化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

211-1
国際文化公園
都市地区

約742ha
箕
面
市

茨
木
市

茨木市北部から箕面市東部にかけ
ての丘陵地に位置する本地区にお
いて、自然と都市が調和した、国際
交流、学術文化、研究開発という未
来機能を組み込んだ複合機能都市
をめざすもので、良好な住宅市街地
等を計画的に誘導する。

土地区画整理事業により、各機能
が調和した複合的開発を進め、良
好な市街地の形成を図るものであ
り、住宅地区においては、周辺の自
然環境と調和した良好な住環境を
整備する。

土地区画整理事業により、幹線街
路、区画道路、地区公園、近隣公
園、街区公園、緑地等を適正に配
置する。

計画的に多様な都
市機能の立地、誘
導を図るとともに、多
様な住宅需要に対
応した良質な住宅建
設を促進し、良好な
住宅地形成を図る。

土地区画整理事業
（事業中）

高度地区、街区公
園、緑地、地区計
画

変
更
後

211-1
国際文化公園
都市地区

約312ha
箕
面
市

茨
木
市

茨木市北部から箕面市東部にかけ
ての丘陵地に位置する本地区にお
いて、自然と都市が調和した、国際
交流、学術文化、研究開発という未
来機能を組み込んだ複合機能都市
をめざすもので、良好な住宅市街地
等を計画的に誘導する。

土地区画整理事業により、各機能
が調和した複合的開発を進め、良
好な市街地の形成を図るものであ
り、住宅地区においては、周辺の自
然環境と調和した良好な住環境を
整備する。

土地区画整理事業により、幹線街
路、区画道路、地区公園、近隣公
園、街区公園、緑地等を適正に配
置する。

計画的に多様な都
市機能の立地、誘
導を図るとともに、多
様な住宅需要に対
応した良質な住宅建
設を促進し、良好な
住宅地形成を図る。

土地区画整理事業 平成26年８月
19日換地処分
（西部地区）
茨木市域
148.9ha
箕面市域
163.5ha

変
更
前

211-2
茨木ヒルズ地
区

約10ha
茨
木
市

茨木市中部の住宅団地（郡山団地）
に隣接する緑豊かな丘陵部に位置
する本地区において、土地区画整
理事業による基盤整備と地区計画
による適正な建築物の誘導により、
良好な住宅市街地の形成を図る。

土地区画整理事業により、道路、公
園等の基盤整備を行い、地区計画
により良好な住環境を有する住宅市
街地の形成を誘導する。

土地区画整理事業により、計画的
に道路、公園、緑地等の整備を行
う。

土地区画整理事業
（事業中）

街区公園

変
更
後

（削除）

変
更
前

211-3 安威川地区 約21ha
茨
木
市

茨木市北部の住宅地（茨木サニー
タウン）に隣接する緑豊かな丘陵部
に位置する本地区において、土地
区画整理事業による基盤整備と地
区計画による適正な建築物の誘導
により、良好な住宅市街地の形成を
図る。

土地区画整理事業により、道路、公
園等の基盤整備を行い、地区計画
により良好な住環境を有する住宅市
街地の形成を誘導する。

土地区画整理事業により、計画的
に道路、公園、緑地等の整備を行
う。

土地区画整理事業
（事業中）

街区公園

変
更
後

211-2 安威川地区 約21ha
茨
木
市

茨木市北部の住宅地（茨木サニー
タウン）に隣接する緑豊かな丘陵部
に位置する本地区において、土地
区画整理事業による基盤整備と地
区計画による適正な建築物の誘導
により、良好な住宅市街地の形成を
図る。

土地区画整理事業により、道路、公
園等の基盤整備を行い、地区計画
により良好な住環境を有する住宅市
街地の形成を誘導する。

土地区画整理事業により、計画的
に道路、公園、緑地等の整備を行
う。

土地区画整理事業



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街
化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

211-4
真砂・玉島台
地区

約8ha
茨
木
市

茨木市南部に位置する本地区にお
いて、土地区画整理事業による基
盤整備と地区計画による適正な建
築物の誘導により、良好な市街地の
形成を図る。

土地区画整理事業により道路、公
園等の基盤整備を行い、地区計画
により良好な住環境を有する住宅市
街地の形成を誘導する。

土地区画整理事業により、計画的
に道路、公園、緑地等の整備を行
う。

土地区画整理事業 街区公園

変
更
後

（削除）

変
更
前

211-5 茨木玉櫛地区 約7ha
茨
木
市

茨木市南部に位置する本地区にお
いて、老朽化した府営住宅を良質な
共同住宅に建て替え、土地の有効
利用、居住水準の向上及び住環境
の改善を図る。

府営住宅建替事業により、老朽化し
た府営住宅を良質な共同住宅に建
て替える。

府営住宅の建て替えと合わせ、道
路、公園等を配置する。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

（削除）

変
更
前

211-6 茨木福井地区 約4ha
茨
木
市

茨木市北部に位置する本地区にお
いて、老朽化した府営住宅を良質な
共同住宅に建て替え、土地の有効
利用、居住水準の向上及び住環境
の改善を図る。

府営住宅建替事業により、老朽化し
た府営住宅を良質な共同住宅に建
て替える。

府営住宅の建て替えと合わせ、道
路、公園等を配置する。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

（削除）

変
更
前

（指定なし）

変
更
後

211-3
太田東芝町地
区

約18ha
茨
木
市

茨木市東部に位置する本地区に
おいて、大規模工場跡地の土地
利用転換を契機に、住居、商業
施設、医療施設等の都市機能を
適切に配置し、電気・熱・情報
等、様々なインフラの最適化を
図るスマートコミュニティの考
え方に基づいた都市づくりを促
進する。

地区全体を東地区及び西地区に
区分し、地区毎に特色のある計
画的な都市機能の立地と良好な
環境の形成を図る。

地区内道路及び歩行者専用道
路、公園、緑地等を適切に配置
する。

民間開発（開発許
可）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街
化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

（指定なし）

変
更
後

211-4 庄一丁目地区 約3.4ha
茨
木
市

茨木市東部に位置する本地区に
おいて、大規模工場跡地の土地
利用転換を契機に、隣接するＪ
Ｒ東海道本線において新駅の整
備を進め、東部地域の新たな交
通結節点となる周辺地区として
ふさわしい土地利用を促進し、
活力のある魅力的なまちづくり
を図るとともに、周辺の住宅地
等にも配慮した良好な環境形成
を図る。

駅前の立地を活かした商業・業
務施設と居住施設等の誘導によ
り、活力のある市街地環境の形
成を推進するとともに、周辺環
境にも配慮した潤いのある環境
づくりのため、敷地内の緑化に
努め、緑豊かで良好な市街地環
境を誘導する。

交通結節機能の強化を図り、駅
へのアクセス機能を向上させる
ため、地区内に道路及び交通広
場を配置する。

民間開発（開発許
可）

地区計画

変
更
前

207-1 高槻深沢地区 約9ha
高
槻
市

高槻市南部に位置する本地区にお
いて、 土地の有効利用、居住水準
の向上及び住環境の改善を図る。

老朽化した府営住宅を建て替えるこ
とにより、土地の有効利用、居住水
準の向上及び住環境の改善を図
る。

府営住宅の建て替えと合わせて道
路等団地の総合的な再生を図る。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

（削除）

変
更
前

207-2
JR高槻駅北東
地区

約9ha
高
槻
市

都市再生緊急整備地域内に位置す
るJR高槻駅北東地区において、高
槻市の玄関口にふさわしい都市施
設の整備と良好な市街地形成を図
る。

鉄道駅前に位置する工場跡地等の
土地利用の転換により、商業・業
務・教育・居住機能等を導入し、都
市の再生を図る。

幹線道路、地区幹線道路を骨格と
し、区画道路を適切に配置すると共
に、都市公園を適切に配置し、駅へ
のアクセス性の強化と、中心市街地
のアメニティや安全性の向上を図
る。

土地区画整理事業 地区計画

変
更
後

（削除）

変
更
前

207-3 総持寺地区 約12ha
茨
木
市

高
槻
市

本地区は老朽化した都市再生機構
住宅を建替え、土地の有効利用、
居住水準の向上及び住環境の改善
を図る。

都市再生機構住宅建替事業により
有効な土地利用を図り、良好な住宅
地の形成を図る。

都市再生機構住宅建替事業により
幹線道路、区画道路、街区公園等
を適正に配置する。

都市再生機構住宅
建替事業

変
更
後

（削除）



議第 428 号 

北部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更 
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議第429号

１．変更の概要

対象市名 変更の概要

枚方市
交野市
寝屋川市
門真市
守口市
四條畷市
大東市
東大阪市
八尾市
柏原市

○「住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整
備又は開発の方針」
・目標及び方針を変更する。

○「一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開
発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案
し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と
認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化調整
区域における相当規模の地区」
・門真千石西町地区及び東部地区を追加する。
・牧野東地区、中宮第２地区、倉治結了地区、妙見東地区、
南星台地区、田原地区、ＪＲ住道駅南地区、近鉄河内花園駅
周辺地区、東大阪新上小阪地区、東大阪中鴻池地区、東大阪
島之内地区、南小阪合・山本地区、南久宝寺地区、大正地区
及びＪＲ柏原駅西口地区を削除する。
・八雲東町２丁目地区の区域を拡大し、地区名を大日・八雲
東町地区に変更する。
・萱島地区、池田地区及び北条地区の区域及び計画の概要を
変更する。
・中宮第１地区、枚方香里地区、寝屋川香里地区及び門真市
北部地区の計画の概要を変更する。

２．変更理由

東部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（大阪府決定）

　大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第４
条第１項の規定に基づく「住宅市街地の開発整備の方針」について、良好な
住宅市街地の開発整備を図るため、住宅市街地の開発整備の目標等を変更す
る。また、開発整備の進捗等にあわせて、「一体的かつ総合的に良好な住宅
市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況
等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認めら
れる都市計画法第７条第１項の規定による市街化調整区域における相当規模
の地区」及び当該地区の計画の概要を変更する。



東部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（大阪府決定） 

新旧対照表（前文） 

（新）平成 29年度 （旧）平成 19年度 

１．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、住宅市街地の開発整備

の目標 

 

住宅・まちづくりの推進においては、大阪ならではの魅力を存

分に活かし、「住まうなら大阪」と思える、多様な人々が住まい、

訪れる居住魅力あふれる都市を創造することとし、安全・安心の

確保とあわせて、環境に配慮された住まいと都市の実現、多様な

人を惹きつけ活き活きとくらすことができる住まいと都市の実

現をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、住宅市街地の開発整備

の目標 

 

 大阪の住宅・まちづくりを取り巻く社会状況、課題を踏まえ、

今後、「安全・安心で居住魅力と活力ある大阪」を目指すべき共通

の目標とし、その目標達成に向け、大阪府、市町村、府民、事業

者等が協働して、住宅・まちづくりを推進する。 

新しい住宅まちづくり政策の展開にあたっては、府民の生命と

財産を守るという原点に戻り、府民の「安全」や「安心」を支え

る居住の確保を優先すべき事項として位置づけるとともに、大阪

の将来を支えるための活力をいかに生み出すかという観点から、

「価値観や居住ニーズの多様性」への対応、行政や民間、住民、

コミュニティによる「協働」、様々な魅力の「次世代への継承」と

いった住まいや暮らしの豊かさの実現を追求する。 

 

 

 

 

 



２．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、良好な住宅市街地の整

備又は開発の方針 

 

住宅市街地の開発整備の目標を達成し、府民の住生活の安定の

確保及び向上の促進を図るため、良好な住宅市街地の整備又は開

発を、以下のテーマ別、地域特性別の方針に基づき進める。 

なお、住宅市街地の整備又は開発に際しては、必要となる関連

公共公益施設の整備を総合的、計画的に進めるとともに、地区計

画制度等の活用を図る。 

 

（１）テーマ別方針 

 ①国内外から多様な人々を惹きつける住まいと都市の実現 

関西、日本の成長をけん引する大都市として、大阪ならではの

魅力を存分に活かし、国内外の人々にとって多様かつ魅力的で、

住みたい、住み続けたい、訪れたいと思える住まいと都市を実現

し、大阪への新しい人の流れを生み出す。 

 

 

 ②活き活きとくらすことができる住まいと都市の実現 

働き・学び・遊び・住まうための多彩な機能を有する都市の形

成を図るとともに、府民一人ひとりが適切な住まいやサービスを

選択できる環境を整備するなど、大阪に住まう人々が活き活きと

２．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、良好な住宅市街地の整

備又は開発の方針 

 

住宅市街地の開発整備の目標を達成し、府民の住生活の安定の

確保及び向上の促進を図るため、良好な住宅市街地の整備又は開発

を、以下のテーマ別、地域特性別の方針に基づき進める。 

 なお、住宅市街地の整備又は開発に際しては、必要となる関連公

共公益施設の整備を総合的、計画的に進めるとともに、地区計画制

度等の活用を図る。 

 

（１）テーマ別方針 

 ①安全な住まいとまちづくり 

大阪に暮らす府民の生命と財産を守り、日々の生活を送る住ま

いの確保とまちの安全性の向上は最も重要であり、地震や火災等

に強く、災害が起きても被害を最小限に抑える滅災の視点に立っ

た住まいとまちづくり、犯罪の発生を防ぎ、安全に暮らせる住ま

いとまちづくりを進めていく。 

 

 ②安心して暮らせる住まいとまちづくり 

大阪に暮らす誰もが、“すべての人は、人間として皆同じ人権

を有しており、一人ひとりがかけがえのない存在である”という

ことを認識し、それぞれの個性や価値観、生き方の違いを認め合

い、多様性を尊重し、安心して暮らせることは安全と並び最も重



くらすことができる住まいと都市を実現する。 

 

 

 

 

 

 

 ③環境にやさしく快適にくらすことができる住まいと都市の実現 

鉄道・バスなどの公共交通が充実し、住宅・建築物の省エネ化・

長寿命化が図られるとともに、再生可能エネルギーの活用や都市

緑化等が進んだ、環境にやさしく、快適にくらすことができる住

まいと都市を実現する。 

 

 ④安全を支える住まいと都市の実現 

住宅等の耐震化や耐火性などの向上や、大規模な地震や集中豪

雨による浸水被害、土砂災害などの災害が発生しても、被害が最

小限に抑えられ、人命が守られるとともに、防犯面においても安

全性が高い住まいと都市を実現する。 

 

 

 ⑤安心してくらすことができる住まいと都市の実現 

子どもから高齢者、障がい者、外国人をはじめ、誰もが住み慣

れた地域で、ともに安心・快適にくらすことができる住まいと都

要な事項である。総合計画の「共生の視点」や「公正さの視点」

を踏まえ、同和問題や高齢者・障害者・母子家庭・外国人などが

抱える様々な課題に対し、すべての人権が尊重される豊かな社会

の実現を目指して、すべての人が住み慣れた地域で、安心して暮

らしていけるよう、住宅困窮者への対応を進めるとともに、ユニ

バーサルデザインの住宅・まちづくりを進める。 

 

 ③さまざまな暮らしが選べる住まいとまちづくり 

大阪の大都市として持つ多彩な魅力を活かし、多様で魅力的な

ライフスタイルが実現できる住まいとまちを目指す。世帯構成の

変化やライフスタイルの多様化に対応するため、多様な暮らしの

選択が可能な住宅の供給やまちづくりを進めていく。 

 

 ④活力あるコミュニティに支えられる住まいとまちづくり 

防災、防犯、福祉、環境などの地域をとりまく課題の解決には、

行政施策だけではなく、地域の課題解決に取り組む自治会、ＮＰ

Ｏ等の活動との連携が不可欠である。今後、こうしたコミュニテ

ィの活力を維持・活性化し、支えあい、つながり合える住まいと

まちづくりを進めていく。 

 

⑤次世代に継承できる住まいとまちづくり 

大都市としての魅力と、身近なところに豊かな自然や文化があ

り、暮らしやすいという大阪の魅力を次世代に伝えていくため、道

路や公園、住宅など、これまでに蓄積してきた都市資産を、景観や



市を実現し、全ての人々の人権が尊重される豊かな社会を実現す

る。 

 

 

（２）地域特性別方針 

市街地の拡散を抑制するとともに、既成市街地の再整備や既存

ストックの有効活用を図り、以下の地域特性に応じた方針に基づ

き進めていく。 

 

 

 ① 都心地域その他既成市街地内においては、建替え等を推進する

とともに、良質な住宅・宅地ストックの流通や空家の有効利用を

促進し、地域内の低・未利用地については、有効・高度利用によ

る住宅及び住宅地の供給を促進する。 

 

 ② 既成市街地内の老朽公的賃貸住宅団地や密集市街地等において

は、地域の特性に応じて基盤整備と一体となった住宅の供給等及

び住宅地の供給を促進する。 

 

 ③ 都市農地については、農業の安定的な継続を図ることや、機能

の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資する

ことが重要であることから、適正な保全を図る。 

 

地球環境の問題に配慮し、最大限活用することにより、大阪の居住

魅力を次世代に継承できる住まいとまちづくりを進めていく。 

 

 

（２）地域特性別方針 

市街地の拡散を抑制するとともに、既成市街地の再整備や既存ス

トックの有効活用を図り、成熟社会に対応した持続可能な集約・連

携型都市構造の強化を図りながら、以下の地域特性に応じた方針に

基づき進めていく。 

 

 ① 既成市街地内においては、建替え等を推進するとともに、良質な

住宅・宅地ストックの流通を促進し、地域内の低・未利用地につ

いては、有効・高度利用による住宅及び住宅地の供給を促進する。 

 

 

 ② 既成市街地内の老朽公共賃貸住宅団地や木造密集市街地等にお

いては、地域の特性に応じて基盤整備と一体となった住宅の供給

等及び住宅地の供給を促進する。 

 

 ③ 市街化区域内農地においては、市街地内の貴重な緑地資源である

ことを十分に認識し、保全を視野に入れ、農地と住宅地が調和し

たまちづくりなど計画的な利用を図る。 

 

 



 

 

 

 

 ④ 計画的住宅市街地（ニュータウン）においては、住民等の意向

にも配慮しながら策定されたまちづくり指針等に基づき、豊かな

居住環境の保全に配慮しつつ良質な住宅市街地のストックを有

効に活用し、優良な市街地の形成を図る。 

 

 

３．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第２号の規定に基づく、一体的かつ総合的に良

好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化

区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的

に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の

規定による市街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要 

 

 「別表のとおり」 

 ④ 丘陵部においては、地域の住宅需要を見極めつつ、自然環境の保

全に配慮され、将来にわたって地域の資産となる豊かな居住環境

を備えた優良な市街地となるものについて、その形成を図る。 

 

 ⑤ 計画開発住宅市街地においては、建築物の老朽化等により建替え

等の必要が生じている場合にあっては、住民等の意向にも配慮し

ながら策定されたまちづくり指針等に基づき、豊かな居住環境の

保全に配慮しつつ良好な住宅市街地のストックを有効に活用し、

優良な市街地の形成を図る。 

 

３．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第２号の規定に基づく、一体的かつ総合的に良

好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化

区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的

に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の

規定による市街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要 

 

 「別表のとおり」 

 



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

変
更
前

210-1 牧野東地区 約9ha
枚
方
市

本地区は府営住宅建替事業により老
朽化した住宅を良好な共同住宅に建
替え、土地の有効利用、居住水準の向
上及び住環境の改善を図る。

府営住宅建替え事業により有効な土地
利用を図り、良好な住宅地の形成を図
る。

府営住宅建替え事業により幹線道路、
区画道路、街区公園等を適正に配置
する。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

(削除)

変
更
前

210-2 中宮第1地区 約4ha
枚
方
市

本地区は老朽化した都市再生機構住
宅を建替え、土地の有効利用、居住水
準の向上及び住環境の改善を図る。

都市再生機構住宅建替事業により有
効な土地利用を図り、良好な住宅地の
形成を図る。

都市再生機構住宅建替事業により幹
線道路、区画道路、街区公園等を適正
に配置する。

都市再生機構住宅
建替事業

変
更
後

210-1 中宮第1地区 約4ha
枚
方
市

本地区は老朽化した都市再生機構住
宅を建替え、土地の有効利用、居住水
準の向上及び住環境の改善を図る。

都市再生機構住宅建替事業により有
効な土地利用を図り、良好な住宅地の
形成を図る。

都市再生機構住宅建替事業により幹
線道路、区画道路、街区公園等を適正
に配置する。

都市再生機構住宅
建替事業
（事業中）

変
更
前

210-3 中宮第2地区 約5ha
枚
方
市

本地区は老朽化した都市再生機構住
宅を建替え、土地の有効利用、居住水
準の向上及び住環境の改善を図る。

都市再生機構住宅建替事業により有
効な土地利用を図り、良好な住宅地の
形成を図る。

都市再生機構住宅建替事業により幹
線道路、区画道路、街区公園等を適正
に配置する。

都市再生機構住宅
建替事業
(事業中)

変
更
後

(削除)

変
更
前

210-4 枚方香里地区 約49ha
枚
方
市

本地区は老朽化した都市再生機構住
宅を建替え、土地の有効利用、居住水
準の向上及び住環境の改善を図る。

都市再生機構住宅建替事業により有
効な土地利用を図り、良好な住宅地の
形成を図る。

都市再生機構住宅建替事業により幹
線道路、区画道路、街区公園等を適正
に配置する。

都市再生機構住宅
建替事業
（事業中）

変
更
後

210-2 枚方香里地区 約49ha
枚
方
市

本地区は老朽化した都市再生機構住
宅を建替え、土地の有効利用、居住水
準の向上及び住環境の改善を図る。

都市再生機構住宅建替事業により有
効な土地利用を図り、良好な住宅地の
形成を図る。

都市再生機構住宅建替事業により幹
線道路、区画道路、街区公園等を適正
に配置する。

都市再生機構住宅
建替事業
（事業中）

変
更
前

230-1 倉治結了地区 約6ha
交
野
市

周辺の戸建住宅を主体とする旧集落と
の調和を図り、河川の活用による水辺
環境を取り入れた良好な住宅地として
の市街地形成を図る。

建物高さを一定限度抑え、ゆとりある敷
地規模を確保した住宅系中心の市街
地形成を図る。

都市計画道路を中心として区画街路を
適正に配置するとともに、河川敷を活
用し緑道を配置する。

地区計画制度によ
り、開発事業を適切
に誘導し、良好な住
宅地の形成を促進
する。

変
更
後

(削除)

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市
街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市
街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

230-2 妙見東地区 約31ha
交
野
市

未利用地の景観形成を含め、地区全
体を郊外の戸建住宅にふさわしい緑豊
かな、ゆとりある良好な住環境の維持・
保全を図る。

計画的既開発地において、その保全に
努める一方、都市的未利用地におい
て、周辺住宅地と調和した住宅市街地
の形成を図る。

区画街路を適正に配置するとともに、
集会所、公園、緑地を適正に配置す
る。また、樹林地の保全を図る。

地区計画制度によ
り、開発事業を適切
に誘導し、良好な住
宅地の形成を促進
する。

変
更
後

(削除)

変
更
前

230-3 南星台地区 約21ha
交
野
市

未利用地の景観形成を含め、地区全
体を郊外の戸建住宅にふさわしい緑豊
かな、ゆとりある良好な住環境の維持・
保全を図る。

計画的既開発地において、その保全に
努める一方、都市的未利用地におい
て、周辺住宅地と調和した住宅市街地
の形成を図る。

区画街路を適正に配置し、緑地を配置
する。また、地区東部を市民の憩いの
場として整備し、あわせて地区の住環
境を高める。

地区計画制度によ
り、開発事業を適切
に誘導し、良好な住
宅地の形成を促進
する。

変
更
後

(削除)

変
更
前

215-1 萱島地区 約130 ha

寝
屋
川
市

整備計画や行政指導により、老朽建築
物の更新を行い良好な居住環境への
転換を促進する。

本地区は、老朽した木造賃貸住宅が密
集した地区である。
当地区においては、住宅市街地総合
整備事業等により、木造住宅の建替え
の促進及び地区施設の整備を行い、
良質な住宅の供給と良好な住環境の
改善を図る。

防災や生活の利便性を高めるため、都
市計画道路の整備を促進し、併せて主
要生活道路のネットワークづくりを図
る。また、住宅の共同建替え等に併せ
て公園、広場等オープンスペースの確
保に努める。

防災再開発促進
地区(一部)

防災街区整備地
区計画（一部）

変
更
後

215-1 萱島地区 約49 ha

寝
屋
川
市

整備計画や行政指導により、老朽建築
物の更新を行い良好な居住環境への
転換を促進する。

本地区は、老朽した木造賃貸住宅が密
集した地区である。
当地区において、住宅市街地総合整
備事業等により、木造住宅の建替えの
促進及び地区施設の整備を行い、良
好な住宅の供給と良好な住環境の改
善を図る。

防災や生活の利便性を高めるため、都
市計画道路の整備を促進し、併せて主
要生活道路のネットワークづくりを図
る。また、住宅の共同建替等に併せて
公園、広場等オープンスペースの確保
に努める。

住宅市街地総合整
備事業

防災再開発促進
地区

防災街区整備地
区計画

変
更
前

215-2 池田地区 約160 ha

寝
屋
川
市

整備計画や行政指導により、老朽建築
物の更新を行い良好な居住環境への
転換を促進する。

本地区は、老朽した木造賃貸住宅が密
集した地区である。
当地区においては、住宅市街地総合
整備事業等により、木造住宅の建替え
の促進及び地区施設の整備を行い、
良質な住宅の供給と良好な住環境の
改善を図る。

防災や生活の利便性を高めるため、都
市計画道路の整備を促進し、併せて主
要生活道路のネットワークづくりを図
る。また、住宅の共同建替え等に併せ
て公園、広場等オープンスペースの確
保に努める。

防災再開発促進
地区(一部)

変
更
後

215-2 池田地区 約66 ha

寝
屋
川
市

整備計画や行政指導により、老朽建築
物の更新を行い良好な居住環境への
転換を促進する。

本地区は、老朽した木造賃貸住宅が密
集した地区である。
当地区において、住宅市街地総合整
備事業等により、木造住宅の建替えの
促進及び地区施設の整備を行い、良
好な住宅の供給と良好な住環境の改
善を図る。

防災や生活の利便性を高めるため、都
市計画道路の整備を促進し、併せて主
要生活道路のネットワークづくりを図
る。また、住宅の共同建替等に併せて
公園、広場等オープンスペースの確保
に努める。

住宅市街地総合整
備事業

防災再開発促進
地区

防災街区整備地
区計画



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市
街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

215-3 寝屋川香里地区 約130 ha

寝
屋
川
市

整備計画や行政指導により、老朽建築
物の更新を行い良好な居住環境への
転換を促進する。

本地区は、老朽した木造住宅が密集し
た地区である。
当地区においては、住宅市街地総合
整備事業等により、木造住宅の建て替
えの促進及び地区施設の整備を行い、
良質な住宅の供給と良好な住環境の
改善を図る。

防災や生活の利便性を高めるため、都
市計画道路の整備を促進し、併せて主
要生活道路のネットワークづくりを図
る。また、住宅の共同建替え等に併せ
て公園、広場等オープンスペースの確
保に努める。

防災再開発促進
地区

変
更
後

215-3 寝屋川香里地区 約133ha

寝
屋
川
市

整備計画や行政指導により、老朽建築
物の更新を行い良好な居住環境への
転換を促進する。

本地区は、老朽した木造賃貸住宅が密
集した地区である。
当地区において、住宅市街地総合整
備事業等により、木造住宅の建替えの
促進及び地区施設の整備を行い、良
好な住宅の供給と良好な住環境の改
善を図る。

防災や生活の利便性を高めるため、都
市計画道路の整備を促進し、併せて主
要生活道路のネットワークづくりを図
る。また、住宅の共同建替等に併せて
公園、広場等オープンスペースの確保
に努める。

住宅市街地総合整
備事業

防災再開発促進
地区

防災街区整備地
区計画

変
更
前

223-1 門真市北部地区 約460ha
門
真
市

本市北西部に位置し、密集した市街地
に道路等の公共公益施設の整備により
良好な住環境を確保し、良好な市街地
を計画的に誘導する。

住宅市街地総合整備事業による建替
え（共同住宅等）促進を主体として住宅
の供給を図り、基盤整備とあわせ良好
な住宅群の形成を図る。

幹線道路、区域内道路、公園等適正に
配置する。

住宅市街地総合整
備事業
（事業中）

防災再開発促進
地区

変
更
後

223-1 門真市北部地区 約461ha
門
真
市

本市北部に位置する密集した市街地を
道路等の公共施設整備により良好な住
環境を確保するとともに、良好な市街
地を計画的に誘導する。

住宅市街地総合整備事業による建替
え（共同住宅等）促進を主体として住宅
の供給を図り、基盤整備とあわせ良好
な住宅群の形成を図る。

幹線道路、区域内道路、公園等を配置
する。

住宅市街地総合整
備事業
（事業中）

防災再開発促進
地区

変
更
前

（指定なし）

変
更
後

223-2
門真千石西町地
区

約14ha
門
真
市

府営住宅建替事業等により、土地の有
効利用、居住水準の向上及び住環境
の改善等を図る。

府営住宅の建替えにより、土地の有効
利用を図るとともに、良好な住宅地の形
成を図る。

府営住宅の建替え等により、活用用地
を創出し、公共施設の整備や周辺地区
と一体となった土地利用の推進（公園
の整備等）を図る。

府営住宅建替事業
（事業中）

変
更
前

209-1
八雲東町２丁目
地区

約17ha
守
口
市

老朽した木造賃貸住宅が密集した地
域の住環境の整備を図るため、道路、
公園等の地区施設の整備と木造賃貸
住宅の建て替え等を促進し、良質な住
宅の供給を行う。

老朽した木造賃貸住宅の建て替えによ
り、良質な住宅の供給を行い、住居系
の土地利用を図る。

地区内道路を整備するとともに、小公
園を適正に配置する。

住宅市街地総合整
備事業により、住環
境の整備に努める。

住宅市街地総合整
備事業

変
更
後

209-1
大日・八雲東町
地区

約63ha
守
口
市

老朽した木造賃貸住宅が密集した地
域の住環境の整備を図るため、道路、
公園等の地区施設の整備と木造賃貸
住宅の建替え等を促進し、良質な住宅
の供給を行う。

老朽した木造賃貸住宅の建替えによ
り、良質な住宅の供給を行い、住居系
の土地利用を図る。

地区内道路を整備するとともに、小公
園を適正に配置する。

住宅市街地総合整
備事業により、住環
境の整備に努める。

住宅市街地総合整
備事業



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市
街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

（指定なし）

変
更
後

209-2 東部地区 約150ha
守
口
市

老朽した木造賃貸住宅が密集した地
域の住環境の整備を図るため、道路、
公園等の地区施設の整備と木造賃貸
住宅の建替え等を促進し、良質な住宅
の供給を行う。

老朽した木造賃貸住宅の建替えによ
り、良質な住宅の供給を行い、住居系
の土地利用を図る。

地区内道路を整備するとともに、小公
園を適正に配置する。

住宅市街地総合整
備事業により、住環
境の整備に努める。

住宅市街地総合整
備事業

変
更
前

229-1 田原地区 130ha

四
條
畷
市

関西文化学術研究都市の文化学術研
究地区「田原地区」として、学研都市に
ふさわしい21世紀をめざした良好な住
環境を整備し、計画的な東部新市街地
の形成を図る。

土地区画整理事業による基盤整備を
行い、良好な住宅地の形成を図るととも
に、住環境と調和した研究・研修施設
を誘致する。

土地区画整理事業により幹線道路・区
画道路・公園等を適正に配置する。

地区計画により地区
の計画的一体性を
担保するとともに良
質な住宅の建設を誘
導する。

変
更
後

(削除)

変
更
前

218-1
ＪＲ住道駅南地
区

約24ha
大
東
市

府営住宅の建て替え、倉庫跡地の住
宅地への転換、公共施設の整備等を
促進し、良好な住宅市街地の形成を図
る。

公共施設の整備にあわせた商業・業務
機能の集積、都市型住宅の建設の促
進等により、計画的な土地の高度利用
を図る。
建物の不燃化、耐震化の促進等、防災
機能の強化を図る。

住宅市街地総合整備事業により、都市
計画道路・公園等を整備する。

民間大規模開発

変
更
後

(削除)

変
更
前

218-2 北条地区 約5ha
大
東
市

市営住宅の建て替えを含め、土地の有
効利用及び良好な住宅市街地の形成
を図る。

本地区の老朽化している市営住宅の
建て替えを含め良好な住宅の供給を
図る。
建物の不燃化、耐震化の促進等、防災
機能の強化を図る。

変
更
後

218-1 北条地区 約17ha
大
東
市

市営住宅の建替え、土地の有効利用
等により、良好な住宅市街地の形成を
図る。

老朽化している市営住宅の建替えを行
うとともに、地区内に点在する市有地等
の有効利用を図ることで良好な住宅市
街地の形成を図る。

市営住宅の建替え、市有地等の有効
利用にあわせて、地区内道路等の施設
整備を図る。



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市
街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

227-1
近鉄河内花園
駅周辺地区

約9ha

東
大
阪
市

本地区は東大阪市の拠点地区とし
て都市施設の整備と都市型住宅の
建設を図る。

本地区は、市街地再開発事業等に
より、公共施設等の整備、土地の高
度利用、および良好な住宅の供給と
商店街の近代化を図る。

市街地再開発事業等により、道路、
駅前広場等の整備を図る。

市街地再開発事業
等により、土地の高
度利用、公共施設
等の整備、および
住環境の改善を図
る。

市街地再開発事
業
（事業中）
住宅市街地総合
整備事業

変
更
後

(削除)

変
更
前

227-2
東大阪新上小
阪地区

約6ha

東
大
阪
市

老朽化した府営住宅を良好な共同
住宅に建て替え、居住水準の向上
と良好な住環境を形成する。
また、ＰＦＩ手法等を用いて民間事業
者による多様な住宅の供給を図る。

府営住宅の建て替えにより土地の
有効利用を図るとともに、良好な住
宅地の形成を図る。
また、民間活用用地については、Ｐ
ＦＩ手法や条件付売却手法を用いて
多様な住宅地の供給を図る。

府営住宅の建替え及びＰＦＩ事業等
により、道路、公園等を適切に配置
する。

公営住宅建替事
業
（事業中）
民間開発

変
更
後

(削除)

変
更
前

227-3
東大阪中鴻池
地区

約6ha

東
大
阪
市

老朽化した府営住宅を良好な共同
住宅に建て替え、居住水準の向上
と良好な住環境を形成する。

府営住宅の建て替えにより土地の
有効利用を図るとともに、良好な住
宅地の形成を図る。

府営住宅建替えに伴い、道路、公
園等を適切に配置する。

公営住宅建替事
業
（事業中）

変
更
後

(削除)

変
更
前

227-4
東大阪島之内
地区

約7ha

東
大
阪
市

老朽化した府営住宅を良好な共同
住宅に建て替え、居住水準の向上
と良好な住環境を形成する。
また、ＰＦＩ手法等を用いて民間事業
者による多様な住宅の供給を図る。

府営住宅の建て替えにより土地の
有効利用を図るとともに、良好な住
宅地の形成を図る。
また、民間活用用地については、Ｐ
ＦＩ手法や条件付売却手法を用いて
多様な住宅地の供給を図る。

府営住宅の建替え及びＰＦＩ事業等
により、道路、公園等を適切に配置
する。

公営住宅建替事
業
（事業中）
民間開発

変
更
後

(削除)



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市
街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

212-1
南小阪合・山本
地区

約32ha
八
尾
市

八尾市東部に位置する本地区の南小
阪合地区において、良質な住宅の建
設の促進により、ゆとりある良好な住環
境の維持・保全を図る。また、山本地区
においては、老朽化した都市再生機構
住宅の建替事業により、土地の有効利
用、居住水準の向上及び住環境の改
善を図ることにより良好な市街地形成を
行う。

南小阪合地区においては、良質な住
宅の建設の促進により、すでに基盤整
備された地区の住環境の維持・保全を
図る。また、山本地区においては、機
構賃貸と民間分譲が併存する共同建
替事業により、有効な土地利用を図り、
道路や公園等の地区施設を整備する
とともに、良好な住宅地の形成を図る。

都市再生機構住宅建替事業等により
区画道路、街区公園等を適正に配置
する。

都市再生機構住宅
建替事業

変
更
後

(削除)

変
更
前

212-2 南久宝寺地区 約26ha
八
尾
市

八尾市西部に位置する本地区におい
て、隣接する既成市街地等との調和を
図りつつ、良好な市街地形成を行う。

地区計画により、道路等都市基盤施設
を整備するとともに、良好な住宅地の形
成を図る。

都市計画道路を中心として、区画道路
を適正に配置するとともに、公園等を適
正に配置する。

地区計画

変
更
後

(削除)

変
更
前

212-3 大正地区 約7ha
八
尾
市

八尾市南西部に位置する本地区にお
いて、隣接する既成市街地等との調和
を図りつつ、良好な市街地形成を行う。

市営住宅建替事業により、良質な共同
住宅の建替を行い、土地の有効利用
による居住水準の向上及び住環境の
改善を図る。

区画道路を適正に配置するとともに、
街区公園を適正に配置する。

公営住宅建替事業

変
更
後

(削除)

変
更
前

221-1
JR柏原駅西口地
区

約1.1ha
柏
原
市

当地区は、柏原市の中心市街でありな
がら、住環境の悪化や公共施設整備の
遅れ、老朽木造家屋の密集等で災害
時の諸問題もあり、市街地再開発事業
により、道路・広場等の公共施設整備
を図りながら、当地区を重点的に住宅
の整備を行い、住環境の改善及び良
質な住宅供給を図る。

当地区は、公共施設整備が遅れ、土地
は細分化され、低層木造住宅が密集
し、土地の利用状況が著しく不健全な
地区であるので、土地の合理的かつ健
全な高度利用を行うことにより、都市機
能、環境及び安全性の維持向上を図
る。

都市計画道路を2路線(幅員16m～
19m)、区画道路を1路線(幅員9m)、駅
前広場(面積3,400㎡)1箇所を都市施設
として、また地区施設として地下1階・地
上14階建てで商業・業務・公益・住宅の
複合ビルを計画。また、同地区内に立
体駐車場も併せて計画。

市街地再開発事業
(事業中)

施設建築物
H19.7未完成
公共施設H20年
度未完成

変
更
後

(削除)



議第 429 号 

東部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更 

 

 

 

 

 

 

 

位 置 図 

中宮第 1地区 

北条地区 

寝屋川香里地区 

池田地区 

萱島地区 

門真市北部地区 

大日・八雲東町地区 

枚方香里地区 

門真千石西町地区 

東部地区 

N 

枚方市 

寝屋川市 

交野市 

門真市 守口市 

四條畷市 

大東市 

東大阪市 

八尾市 

柏原市 
凡   例 

 重点地区 

 市街化区域 

 



 



議第430号

１．変更の概要

対象市町村名 変更の概要

松原市
藤井寺市
羽曳野市
大阪狭山市
富田林市
河内長野市
河南町
太子町

千早赤阪村
和泉市
高石市
泉大津市
忠岡町
岸和田市
貝塚市
熊取町
泉佐野市
田尻町
泉南市
阪南市
岬町

○「住宅市街地の開発整備の目標及び良好な住宅市街地の整
備又は開発の方針」
・目標及び方針を変更する。

○「一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開
発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案
し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と
認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化調整
区域における相当規模の地区」
・春日丘地区、羽曳が丘地区、近鉄古市駅周辺地区、金剛東
地区、富田林楠地区、聖和台地区、和泉中央丘陵地区、葛の
葉町Ａ地区、三林東地区、助松地区、尾生久米田地区、ＪＲ
東岸和田駅東周辺地区、岸和田大町地区、南海岸和田駅東周
辺地区、下松地区、東山丘陵地区、貝塚津田地区、貝塚橋本
地区、貝塚森地区、鶴原地区、松原団地周辺地区、泉佐野駅
周辺地区、阪南カレッジタウン地区、箱作地区、つばさが丘
地区及び大原地区を削除する。
・岸和田丘陵地区の区域及び計画の概要を変更する。
・古市地区、泉佐野佐野台地区及び阪南丘陵地区の計画の概
要を変更する。

２．変更理由

南部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（大阪府決定）

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第４条
第１項の規定に基づく「住宅市街地の開発整備の方針」について、良好な住
宅市街地の開発整備を図るため、住宅市街地の開発整備の目標等を変更す
る。また、開発整備の進捗等にあわせて、「一体的かつ総合的に良好な住宅
市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況
等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認めら
れる都市計画法第７条第１項の規定による市街化調整区域における相当規模
の地区」及び当該地区の計画の概要を変更する。



南部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（大阪府決定） 

新旧対照表（前文） 

（新）平成 29年度 （旧）平成 19年度 

１．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、住宅市街地の開発整備

の目標 

 

住宅・まちづくりの推進においては、大阪ならではの魅力を存

分に活かし、「住まうなら大阪」と思える、多様な人々が住まい、

訪れる居住魅力あふれる都市を創造することとし、安全・安心の

確保とあわせて、環境に配慮された住まいと都市の実現、多様な

人を惹きつけ活き活きとくらすことができる住まいと都市の実

現をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、住宅市街地の開発整備

の目標 

 

 大阪の住宅・まちづくりを取り巻く社会状況、課題を踏まえ、

今後、「安全・安心で居住魅力と活力ある大阪」を目指すべき共通

の目標とし、その目標達成に向け、大阪府、市町村、府民、事業

者等が協働して、住宅・まちづくりを推進する。 

新しい住宅まちづくり政策の展開にあたっては、府民の生命と

財産を守るという原点に戻り、府民の「安全」や「安心」を支え

る居住の確保を優先すべき事項として位置づけるとともに、大阪

の将来を支えるための活力をいかに生み出すかという観点から、

「価値観や居住ニーズの多様性」への対応、行政や民間、住民、

コミュニティによる「協働」、様々な魅力の「次世代への継承」と

いった住まいや暮らしの豊かさの実現を追求する。 

 

 

 

 

 



２．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、良好な住宅市街地の整

備又は開発の方針 

 

住宅市街地の開発整備の目標を達成し、府民の住生活の安定の

確保及び向上の促進を図るため、良好な住宅市街地の整備又は開

発を、以下のテーマ別、地域特性別の方針に基づき進める。 

なお、住宅市街地の整備又は開発に際しては、必要となる関連

公共公益施設の整備を総合的、計画的に進めるとともに、地区計

画制度等の活用を図る。 

 

（１）テーマ別方針 

 ①国内外から多様な人々を惹きつける住まいと都市の実現 

関西、日本の成長をけん引する大都市として、大阪ならではの

魅力を存分に活かし、国内外の人々にとって多様かつ魅力的で、

住みたい、住み続けたい、訪れたいと思える住まいと都市を実現

し、大阪への新しい人の流れを生み出す。 

 

 

 ②活き活きとくらすことができる住まいと都市の実現 

働き・学び・遊び・住まうための多彩な機能を有する都市の形

成を図るとともに、府民一人ひとりが適切な住まいやサービスを

選択できる環境を整備するなど、大阪に住まう人々が活き活きと

２．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第１号の規定に基づく、良好な住宅市街地の整

備又は開発の方針 

 

住宅市街地の開発整備の目標を達成し、府民の住生活の安定の

確保及び向上の促進を図るため、良好な住宅市街地の整備又は開発

を、以下のテーマ別、地域特性別の方針に基づき進める。 

 なお、住宅市街地の整備又は開発に際しては、必要となる関連公

共公益施設の整備を総合的、計画的に進めるとともに、地区計画制

度等の活用を図る。 

 

（１）テーマ別方針 

 ①安全な住まいとまちづくり 

大阪に暮らす府民の生命と財産を守り、日々の生活を送る住ま

いの確保とまちの安全性の向上は最も重要であり、地震や火災等

に強く、災害が起きても被害を最小限に抑える滅災の視点に立っ

た住まいとまちづくり、犯罪の発生を防ぎ、安全に暮らせる住ま

いとまちづくりを進めていく。 

 

 ②安心して暮らせる住まいとまちづくり 

大阪に暮らす誰もが、“すべての人は、人間として皆同じ人権

を有しており、一人ひとりがかけがえのない存在である”という

ことを認識し、それぞれの個性や価値観、生き方の違いを認め合

い、多様性を尊重し、安心して暮らせることは安全と並び最も重



くらすことができる住まいと都市を実現する。 

 

 

 

 

 

 

 ③環境にやさしく快適にくらすことができる住まいと都市の実現 

鉄道・バスなどの公共交通が充実し、住宅・建築物の省エネ化・

長寿命化が図られるとともに、再生可能エネルギーの活用や都市

緑化等が進んだ、環境にやさしく、快適にくらすことができる住

まいと都市を実現する。 

 

 ④安全を支える住まいと都市の実現 

住宅等の耐震化や耐火性などの向上や、大規模な地震や集中豪

雨による浸水被害、土砂災害などの災害が発生しても、被害が最

小限に抑えられ、人命が守られるとともに、防犯面においても安

全性が高い住まいと都市を実現する。 

 

 

 ⑤安心してくらすことができる住まいと都市の実現 

子どもから高齢者、障がい者、外国人をはじめ、誰もが住み慣

れた地域で、ともに安心・快適にくらすことができる住まいと都

要な事項である。総合計画の「共生の視点」や「公正さの視点」

を踏まえ、同和問題や高齢者・障害者・母子家庭・外国人などが

抱える様々な課題に対し、すべての人権が尊重される豊かな社会

の実現を目指して、すべての人が住み慣れた地域で、安心して暮

らしていけるよう、住宅困窮者への対応を進めるとともに、ユニ

バーサルデザインの住宅・まちづくりを進める。 

 

 ③さまざまな暮らしが選べる住まいとまちづくり 

大阪の大都市として持つ多彩な魅力を活かし、多様で魅力的な

ライフスタイルが実現できる住まいとまちを目指す。世帯構成の

変化やライフスタイルの多様化に対応するため、多様な暮らしの

選択が可能な住宅の供給やまちづくりを進めていく。 

 

 ④活力あるコミュニティに支えられる住まいとまちづくり 

防災、防犯、福祉、環境などの地域をとりまく課題の解決には、

行政施策だけではなく、地域の課題解決に取り組む自治会、ＮＰ

Ｏ等の活動との連携が不可欠である。今後、こうしたコミュニテ

ィの活力を維持・活性化し、支えあい、つながり合える住まいと

まちづくりを進めていく。 

 

⑤次世代に継承できる住まいとまちづくり 

大都市としての魅力と、身近なところに豊かな自然や文化があ

り、暮らしやすいという大阪の魅力を次世代に伝えていくため、道

路や公園、住宅など、これまでに蓄積してきた都市資産を、景観や



市を実現し、全ての人々の人権が尊重される豊かな社会を実現す

る。 

 

 

（２）地域特性別方針 

市街地の拡散を抑制するとともに、既成市街地の再整備や既存

ストックの有効活用を図り、以下の地域特性に応じた方針に基づ

き進めていく。 

 

 

 ① 都心地域その他既成市街地内においては、建替え等を推進する

とともに、良質な住宅・宅地ストックの流通や空家の有効利用を

促進し、地域内の低・未利用地については、有効・高度利用によ

る住宅及び住宅地の供給を促進する。 

 

 ② 既成市街地内の老朽公的賃貸住宅団地や密集市街地等において

は、地域の特性に応じて基盤整備と一体となった住宅の供給等及

び住宅地の供給を促進する。 

 

 ③ 都市農地については、農業の安定的な継続を図ることや、機能

の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資する

ことが重要であることから、適正な保全を図る。 

 

地球環境の問題に配慮し、最大限活用することにより、大阪の居住

魅力を次世代に継承できる住まいとまちづくりを進めていく。 

 

 

（２）地域特性別方針 

市街地の拡散を抑制するとともに、既成市街地の再整備や既存ス

トックの有効活用を図り、成熟社会に対応した持続可能な集約・連

携型都市構造の強化を図りながら、以下の地域特性に応じた方針に

基づき進めていく。 

 

 ① 既成市街地内においては、建替え等を推進するとともに、良質な

住宅・宅地ストックの流通を促進し、地域内の低・未利用地につ

いては、有効・高度利用による住宅及び住宅地の供給を促進する。 

 

 

 ② 既成市街地内の老朽公共賃貸住宅団地や木造密集市街地等にお

いては、地域の特性に応じて基盤整備と一体となった住宅の供給

等及び住宅地の供給を促進する。 

 

 ③ 市街化区域内農地においては、市街地内の貴重な緑地資源である

ことを十分に認識し、保全を視野に入れ、農地と住宅地が調和し

たまちづくりなど計画的な利用を図る。 

 

 



 

 

 

 

 ④ 計画的住宅市街地（ニュータウン）においては、住民等の意向

にも配慮しながら策定されたまちづくり指針等に基づき、豊かな

居住環境の保全に配慮しつつ良質な住宅市街地のストックを有

効に活用し、優良な市街地の形成を図る。 

 

 

３．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第２号の規定に基づく、一体的かつ総合的に良

好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化

区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的

に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の

規定による市街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要 

 

 「別表のとおり」 

 ④ 丘陵部においては、地域の住宅需要を見極めつつ、自然環境の保

全に配慮され、将来にわたって地域の資産となる豊かな居住環境

を備えた優良な市街地となるものについて、その形成を図る。 

 

⑤ 計画開発住宅市街地においては、建築物の老朽化等により建替え

等の必要が生じている場合にあっては、住民等の意向にも配慮し

ながら策定されたまちづくり指針等に基づき、豊かな居住環境の

保全に配慮しつつ良好な住宅市街地のストックを有効に活用し、

優良な市街地の形成を図る。 

 

３．大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措

置法第４条第１項第２号の規定に基づく、一体的かつ総合的に良

好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化

区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的

に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の

規定による市街化調整区域における相当規模の地区（重点地区）

並びに当該地区の整備又は開発の計画の概要 

 

 「別表のとおり」 

 



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

変
更
前

222-1 春日丘地区 約5ha

羽
曳
野
市

藤
井
寺
市

近鉄藤井寺駅の南西、羽曳野市・
藤井寺市の両市域にまたがり位置
し、周辺の既成市街地と関連した公
共公益施設の整備により、良好な住
環境を確保する。

都市再生機構による住宅建替事業
により、老朽化した住宅を良好な共
同住宅に建替え、土地の有効利
用、居住水準の向上及び住環境の
改善を図るとともに、公共公益施設
の整備を図る。

都市再生機構による住宅建替事業
により、敷地の適正利用を図るため
の公共施設を整備する。

都市再生機構住宅
建替事業
（平成18～19年度
予定：共同住宅約
300戸）

変
更
後

（削除）

変
更
前

222-2 古市地区 約7ha

羽
曳
野
市

羽曳野市中央部に位置し、住宅建
替事業による公共公益施設の整備
により、良好な住環境を確保する。

府営住宅建替事業により、老朽化し
た住宅を良好な共同住宅に建替
え、土地の有効利用、居住水準の
向上及び住環境の改善を図る。

府営住宅建替事業により、地区周
辺のまちづくりと連携しつつ、敷地
の適正利用を図るための公共施設
を整備する。

公営住宅建替事業

変
更
後

222-1 古市地区 約7ha

羽
曳
野
市

羽曳野市中央部に位置し、住宅建
替事業による公共公益施設の整備
により、良好な住環境を確保する。

府営住宅建替事業により、老朽化し
た住宅を良好な共同住宅に建替
え、土地の有効利用、居住水準の
向上及び住環境の改善を図るととも
に、公共公益施設の整備を図る。

府営住宅建替事業により、地区周
辺のまちづくりと連携しつつ、敷地
の適正利用を図るための公共施設
を整備する。

公営住宅建替事業

変
更
前

222-3 羽曳が丘地区 約14ha

羽
曳
野
市

羽曳野市南部に位置する本地区に
おいて開発事業で整備された公共
公益施設にあわせ、良好な住宅地
の形成を図る。

大阪府住宅供給公社並びに民間業
者による宅地開発事業により整備さ
れた公共公益施設にあわせて、自
然環境と調和した良好な住宅地の
形成されるよう、魅力ある住宅及び
住宅地の供給を図る。

宅地開発事業により公共施設整備
済みであり、商業施設等の生活利
便施設の建設を図る。

民間開発

変
更
後

（削除）

変
更
前

222-4
近鉄古市駅周辺
地区

約7ha

羽
曳
野
市

本地区は羽曳野市中央部に位置し
市街地再開発事業により、公共施
設等の整備、土地の高度利用及び
住宅の供給を行い、居住水準の向
上と良質な住宅の供給を図る。

駅周辺に相応しい公共施設等の整
備を図ると共に、良好な住環境整備
を推進し、魅力ある商業・商業施設
等の整備により良質な市街地形成
を図る。

変
更
後

（削除）

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化
調整区域における相当規模の地区（重点地区）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化
調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

214-1 金剛東地区 約231ha

富
田
林
市

富田林市西部に位置し、区画整理
事業で整備された公共公益施設に
あわせ、大阪近郊における健全か
つ良好な住宅環境を有する住宅地
の形成を図る。

隣接する金剛団地（地区面積約
216.4ha）との調和を図りつつ、勤労
者のための宅地の大規模な構成と
公共施設の整備改善を図る。

未利用地の整備にあわせ道路や公
園等を適正に配置する。

地区サービス施設
等により一層の充
実を図ることによ
り、民有換地等未
利用地に於ける建
設を促進し、地区
全体の早期熟成を
図る。

昭和63年3月に
土地区画整理事
業完了

変
更
後

（削除）

変
更
前

214-2 富田林楠地区 約10ha

富
田
林
市

富田林市東部に位置し、府営住宅
建て替え事業により、土地の有効利
用を図るとともに、公共公益施設の
適正な整備を行い良好な市街地の
形成を図る。

府営住宅建て替え事業により、老朽
化した住宅を良質な共同住宅に建
て替え、土地の有効利用、居住水
準の向上及び住環境の改善を図
る。

府営住宅の建て替えにあわせ、道
路や公園等を配置する。

公営住宅建替事業
の推進

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

（削除）

変
更
前

381-1 聖和台地区 約36ha
太
子
町

本地区において、丘陵地の造成を
伴う面的市街地整備を行い、無秩
序な市街化を防止し、宅地の利用
増進と公共施設の整備改善を図る。

土地区画整理事業により都市基盤
を整理するとともに良好な住宅地の
形成を図る。

土地区画整理事業にあわせて道路
等を配置する。

変
更
後

（削除）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化
調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

219-1
和泉中央丘陵地
区

約370ha
和
泉
市

２１世紀に向けた複合多機能な都市
づくりを基本目標に、恵まれた自然
条件と広域交通条件を活かし、良好
な住宅地、良質な住宅の供給とあわ
せて情報機能、商業・業務機能、文
化・学術研究機能、開発機能等の
都市機能の集積を図り、アメニティ
の高い複合都市の建設を行う。

本開発は複合開発であり、用途とし
ては住宅地区、シビックセンター地
区、学園地区、特定業務施設地
区、都市生活サービス施設地区で
構成される。住宅地区は、景観づく
りに留意しながら多様な住宅需要に
対応することとし、低層住宅及び中
高層住宅を適正に配置する。シビッ
クセンター地区は、商業、業務、娯
楽、文化、行政及び公益的施設な
どを適正に配置するとともに、歩行
者道路、広場などを有機的に連絡さ
せ、賑わいのある快適な空間を創
る。学園地区は、大学と地区公園が
一体となった緑ゆたかな研究・教育
環境を備えた学園ゾーンを形成す
る。特定業務施設地区では、緑にと
けこむ美しい景観づくりを考慮しな
がら、先端技術産業の研究所、産
業交流のための情報関連施設、研
修、厚生施設などを誘致する。都市
生活サービス施設地区では、サー
ビス施設を誘致し、都市魅力を高め
る活力と環境を創る。

広域幹線道路である泉州山手線と
それに交わる和泉中央線、東部ブ
ロックと西部ブロックを連絡する光明
池春木線によって幹線道路網をつく
り、３つのブロックに分かれている開
発地区をネットワークする。さらに住
区幹線として和泉中央駅前線、青
葉台中央線を整備し歩行者の安全
を図るため、歩行者専用道路を軸に
歩行者ネットワークを整備する。ま
た、公園は東部ブロックに地区公園
を、北部ブロック、東部ブロック及び
西部ブロックに近隣公園を設ける
他、誘致距離や利用形態を勘案し
適宜街区公園、緑地を配置する。公
共公益施設として、幼稚園、小学
校、中学校の他行政サービス施設
を配置する。

新住宅市街地開発
事業により、泉北
高速鉄道和泉中央
駅を中心に各種都
市施設等の整備と
ともに、良好な環境
の低層住宅、中高
層住宅を一体的に
整備した複合多機
能都市の形成を図
る。

新住宅市街地開発
事業（事業中）

地区計画
新住宅市街地開
発事業

和泉中央丘陵新
住宅市街地開発
事業（昭和５９年
都市計画決定）

変
更
後

（削除）

変
更
前

219-2 葛の葉町A地区 約6.2ha
和
泉
市

和泉市の北部に位置する地区であ
り、都市基盤施設の整備と併せた宅
地を計画的に整備し、保全する農
地と調和した緑豊かなまちづくりを
推進する。

宅地化農地の積極的活用と生産緑
地地区の集約化を行い、良好な住・
営農環境整備を促進する。

土地区画整理事業により計画決定
区域全体の公共施設整備計画と整
合を図りつつ、区画道路、公園、緑
地等を適正に配置する。

土地区画整理事業
（事業中）

昭和４０年３月６
日第２阪和国道
葛の葉土地区画
整理事業都市計
画決定面積約３
０．２ｈａのうち約
６．２ｈａ

変
更
後

（削除）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化
調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

219-3 三林東地区 約10ha
和
泉
市

本地区は、光明台やみずき台の第
一種低層住居専用地域としての質
の高い住環境を備えた地区と隣接
することから、周辺環境と調和し緑
豊かで質の高い居住環境の形成を
図る。

低層住宅を中心とした計画的な市
街地形成を進め、質の高い都市環
境、住宅市街地の形成を図る。

道路及び公園を計画的に配置し、
地区外周部には法面保護や樹林地
の保全を考慮し、連続した緑地帯を
配置する。

地区計画により良
質な住宅の建設を
誘導し、良好な住
宅形成を図る。

三林東地区地区
計画（平成１２年
１１月７日都市計
画決定）

変
更
後

（削除）

変
更
前

206-1 助松地区 約11ha

泉
大
津
市

南海本線北助松駅東側に位置する
地区で、建替事業により発生する整
備敷地を民間等活用により、多様な
優良住宅を供給する。

都市再生機構施行による建替事業
で、老朽化した住宅を共同住宅に
建替、土地の有効利用、居住水準
の向上及び住環境の改善を図る。
また、建替事業により発生する整備
敷地を民間等活用により、多様な優
良住宅を供給する。

建替事業により発生する整備敷地
を民間等活用により、多様な優良住
宅を供給する。

良質な住宅の建設
を誘導し、良好な
住宅形成を図る。

都市再生機構住宅
建替事業

変
更
後

（削除）

変
更
前

202-1 尾生久米田地区 約53ha

岸
和
田
市

岸和田市市街化区域の外縁部に位
置する地区であり、隣接する既成市
街地との調和を図りつつ良好な市
街地形成を図る。

土地区画整理事業により基盤整備
を進めるとともに、良好な住宅地の
形成を図る。

土地区画整理事業により基盤整備
を図る区域であり、幹線道路、区画
街路、公園・緑地帯を適正に配置す
る。

都市計画道路を整
備するとともに、良
質な住宅の建設を
誘導し、良好な住
宅地形成を図る。

土地区画整理事業
（事業中）

変
更
後

（削除）

変
更
前

202-2
ＪＲ東岸和田駅東
周辺地区

約4ha

岸
和
田
市

JR東岸和田駅東側に位置する地区
であり、隣接する市街地との調和を
図りつつ、鉄道駅周辺にふさわしい
土地利用を図る。

防災街区整備事業、優良建築物等
整備事業により防災都市施設の整
備を進めるともに、良質な住宅の供
給を行う。

防災街区整備事業、優良建築物等
整備事業により、道路、駅前広場、
公園、公開空地等の公共施設整備
を行う。

防災街区整備事
業、優良建築物等
整備事業とも官民
協働して良好な市
街地整備を図る。

防災街区整備事業
（事業中）

変
更
後

（削除）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化
調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

202-3 岸和田丘陵地区 約153ha

岸
和
田
市

本地区では、丘陵部の自然環境と
調和した郊外型住宅地の形成を図
る。

地区内外の優れた自然環境と調和
のとれた閑静で落ち着きのある郊外
住宅地の形成を図る。

整備の推進に併せて、公園等を適
切に配置し、良好な住環境の創出と
周辺環境の調和を図る。

土地区画整理事業
の推進

土地区画整理事
業

変
更
後

202-1 岸和田丘陵地区 約22ha

岸
和
田
市

本地区では、丘陵部の自然環境と
調和した郊外型住宅地の形成を図
る。

地区内外の優れた自然環境と調和
のとれた閑静で落ち着きのある郊外
住宅地の形成を図る。

整備の推進に併せて、公園等を適
切に配置し、良好な住環境の創出と
周辺環境の調和を図る。

土地区画整理事業
の推進

土地区画整理事業
（事業中）

変
更
前

202-4 岸和田大町地区 約6ha

岸
和
田
市

岸和田市中央部に位置する地区で
あり、隣接する市街地との調和を図
りつつ、良好な市街地形成を図る。

府営木造住宅建替事業により、良
質な住宅建設を行い、住環境の改
善を図る。

本地区は、府営住宅建替事業によ
り、老朽化した住宅を良質な共同住
宅に建替え、土地の有効利用、居
住水準の向上及び住環境の改善を
図る。

公営住宅建替事業
により、関連公共
施設の整備を推進
する。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

（削除）

変
更
前

202-5
南海岸和田駅東
周辺地区

約33ha

岸
和
田
市

南海岸和田駅東側に位置する地区
であり、隣接する市街地との調和を
図りつつ、鉄道駅周辺にふさわしい
土地利用を図る。

公共公益施設と都市型住宅の建設
を推進し、コンパクトシティの実現を
図る。

老朽化した公共公益施設の建替え
と住宅開発等の推進により、道路、
公園等を適正に配置する。

変
更
後

（削除）

変
更
前

202-6 下松地区 約4ha

岸
和
田
市

岸和田市中央部に位置する地区で
あり、隣接する市街地との調和を図
りつつ、良好な市街地形成を図る。

土地区画整理事業等により基盤整
備を進めるとともに、良好な住宅地
の形成を図る。

土地区画整理事業等により基盤整
備を行い、区画街路、緑地等を適
正に配置する。

土地区画整理事業
の推進

土地区画整理事業

変
更
後

（削除）

変
更
前

208-1 東山丘陵地区 約77ha
貝
塚
市

土地区画整理事業の推進により、
水と緑を活かした良好な住宅地の
形成を図る。

地区内外の優れた自然環境と調和
のとれた閑静で落ち着きのある低層
住宅地を主体に、多様な住宅ニー
ズに対応するため集合住宅地を適
宜配置する。

土地区画整理事業の推進により、
道路、公園、下水道などを整備し、
都市基盤の整った良好な市街地形
成を促進する。

土地区画整理事業
（事業中）

変
更
後

（削除）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化
調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

208-2 貝塚津田地区 約5ha
貝
塚
市

大規模工場の移転跡地の活用をす
るため、都市基盤の整った良好な市
街地の形成を図る。

周辺市街地との調和を図るため、戸
建て住宅及び公園等を配置する。

整備の推進に併せて公園等を適切
に配置し、良好な住環境の創出と周
辺市街地との一体化を図る。

変
更
後

（削除）

変
更
前

208-3 貝塚橋本地区 約8ha
貝
塚
市

本地区は南部に位置する地区であ
り、隣接する市街地との調和を図り
つつ良好な市街地形成を図る。

府営住宅建替え事業により老朽化
した住宅を良質な共同住宅に建替
え、土地の有効利用、居住水準の
向上及び住環境の改善を図る。

住宅開発等の推進に併せて、道
路、公園等を適切に配置する。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

（削除）

変
更
前

208-4 貝塚森地区 約5ha
貝
塚
市

本地区は中央部に位置する地区で
あり、隣接する市街地との調和を図
りつつ良好な市街地形成を図る。

府営住宅建替え事業により老朽化
した住宅を良質な共同住宅に建替
え、土地の有効利用、居住水準の
向上及び住環境の改善を図る。

住宅開発等の推進に併せて、道
路、公園等を適切に配置する。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

（削除）

変
更
前

361-1 つばさが丘地区 約65㏊
熊
取
町

本地区は熊取町南部の丘陵地に位
置し、民間宅地開発により公共施
設、公益施設の整備を行うとともに、
自然環境と調和した良好な住宅地
が形成されるよう、魅力ある住宅及
び住宅地の供給を図る。

道路、公園などの都市基盤施設の
整備と併せて、計画的な市街地の
形成が進められている地区であり、
より良い市街地の形成を図るため、
建築物などの規制・誘導を行い、周
辺環境と調和のとれた、みどり豊で
快適な住環境のまちづくりを図る。

幹線道路は、すでに整備されている
ので、その機能の維持・増進に努め
る。
また、地区内に環状に配置する環
状道路は、地区施設として整備を図
る。

つばさが丘地区
地区計画

変
更
後

（削除）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化
調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

361-2 大原地区 約4㏊
熊
取
町

本地区は町役場など公共施設が集
積する地域に位置し、町営住宅建
替事業や福祉施設等の整備によ
り、生活支援の拠点づくりを行う。

町営住宅建替事業により、老朽化し
た住宅を良質な共同住宅に建替
え、土地の有効活用、居住水準の
向上及び住環境の改善を図るととも
に、福祉施設等を整備し、生活支援
の拠点づくりを行う。

町営住宅建替事業の推進に併せ
て、道路及び公園等を適正に配置
し、整備を行う。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

（削除）

変
更
前

213-1 鶴原地区 約19ha

泉
佐
野
市

鶴原地区では、工場跡地の住宅開
発により、土地の有効利用及び良
質な住宅の供給を図るとともに、農
地の混在した地域については、市
街地の整備を図る。

泉佐野市北部の生活・文化拠点とし
ての商業・業務機能、文化・交流機
能の形成と良好な住環境をもった住
宅地の形成を図る。

住宅開発等の推進に併せて、道
路、公園、下水道等を適正に配置
する。

変
更
後

（削除）

変
更
前

213-2
泉佐野佐野台地
区

約11ha

泉
佐
野
市

本地区では、府営住宅建替え事業
により、、老朽化した住宅を良質な
共同住宅に建替え、土地の有効利
用、居住水準の向上及び住環境の
改善を図る。

多様な住宅ニーズに対応した公営
住宅の整備を図る。

公営住宅建替事業の推進に併せ
て、道路、公園等を適正に配置す
る。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

213-1
泉佐野佐野台地
区

約10ha

泉
佐
野
市

本地区では、府営住宅建替事業に
より、老朽化した住宅を良質な共同
住宅に建替え、土地の有効利用、
居住水準の向上及び住環境の改善
を図る。

多様な住宅ニーズに対応した公営
住宅の整備を図る。

公営住宅建替事業の推進に併せ
て、道路、公園等を適正に配置す
る。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
前

213-3
松原団地周辺地
区

約33ha

泉
佐
野
市

本地区では、老朽化した市営木造・
簡耐団地の建て替えと周辺用地の
土地利用転換において、都市基盤
の整備と良質な住宅の供給促進を
図ることにより良好な住環境の形成
を図る。

市営中層団地をはじめとする環境
良好な住宅地区の形成を図る。

地区幹線道路、地区補助幹線道
路、公園を適正に配置する。

公営住宅建替事業
（事業中）

変
更
後

（削除）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積

市
町
村
名

整備又は開発の目標 土地利用計画の概要
都市施設及び地区施設の

整備方針
整備又は開発の
推進のための措置

概ね５年以内に
実施予定の主要な
面的整備事業又は
住宅建設事業の
計画概要

概ね５年以内に
決定（変更）
予定の主要な
都市計画に
関する事項

その他特記
すべき事項

※下線部が変更箇所

一体的かつ総合的に良好な住宅市街地を整備し、又は開発すべき市街化区域及び市街化区域の市街化の状況等を勘案し、良好な住宅市街地として計画的に開発することが適当と認められる都市計画法第７条第１項の規定による市街化
調整区域における相当規模の地区（重点地区）

変
更
前

213-4
泉佐野駅周辺地
区

約31ha

泉
佐
野
市

本地区では、市街地再開発事業に
より、公共施設等の整備、土地の高
度利用及び住宅地の供給を行い、
居住水準の向上と良好な住宅市街
地の形成を図る。

商業・業務、居住等の都市機能の
集積と公共施設の整備にあわせた
計画的な土地の高度利用を図る。

市街地再開発事業等により、駅前
広場、都市計画道路等の公共施設
整備を図る。

変
更
後

（削除）

変
更
前

232-1
阪南カレッジタウ
ン地区

約7ha
阪
南
市

阪南市西部丘陵部に位置し、学術
研究機能を備えた国際性の高い教
育交流機能を持つ複合型の市街地
を計画的に誘導する。

民間開発により基盤整備された区
域であり、良質な低層住宅地の形成
を図る。

民間開発により整備された区画道
路、街区公園等の維持、保全を図
る。

計画的に良質な住
宅の建設を促進
し、良好な住宅地
形成を誘導する。

変
更
後

（削除）

変
更
前

232-2 阪南丘陵地区 約170ha
阪
南
市

阪南市の西部丘陵地に位置し、隣
接する既成市街地と関連した道路
等の公共公益施設の整備を図るとと
もに、居住、産業、レクリエーション
の各機能が調和した複合的開発を
進め、良好な市街地を計画的に誘
導する。

新住宅市街地開発事業により、「住
み」「働き」「憩う」を基本目標に、こ
れらの各機能が調和した複合的開
発を進め良好な市街地の形成を図
る。

幹線道路を中心として、区画道路を
適正に配置するとともに、街区公園
を適正に配置する。

近接する幹線道路
へのアクセス道路
等関連公共施設の
整備を行うととも
に、良好な住宅建
設を誘導する。

変
更
後

232-1 阪南丘陵地区 約170ha
阪
南
市

阪南市の西部丘陵地に位置し、隣
接する既成市街地と関連した道路
等の公共公益施設の整備を図るとと
もに、居住、産業、レクリエーション
の各機能が調和した複合的開発を
進め、良好な市街地を計画的に誘
導する。

「住み」「働き」「憩う」を基本目標に、
これらの各機能が調和した複合的
開発を進め良好な市街地の形成を
図る。

幹線道路を中心として、区画道路を
適正に配置するとともに、街区公園
を適正に配置する。

近接する幹線道路
へのアクセス道路
等関連公共施設の
整備を行うととも
に、良好な住宅建
設を誘導する。

変
更
前

232-3 箱作地区 約13ha
阪
南
市

阪南市の西部内陸部に位置し、隣
接する既成市街地と関連した道路
等の公共公益施設の整備を図るとと
もに、居住、産業、レクリエーション
の各機能が調和した複合的開発を
進め、良好な市街地を計画的に誘
導する。

土地区画整理事業により基盤整備
された区域であり、良好な住宅地の
形成を図る。

幹線道路を中心として、区画道路を
適正に配置するとともに、街区公園
を適正に配置する。

近接する幹線道路
へのアクセス道路
等関連公共施設の
整備を行うととも
に、良好な住宅建
設を誘導する。

変
更
後

（削除）



議第 430 号 

南部大阪都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更 
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議第431号

１．変更の概要

対象市名 変更の概要

寝屋川市
門真市
東大阪市

○「特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき
相当規模の地区」
・萱島東地区、池田・大利地区、門真市北部地区及び若
江・岩田・瓜生堂地区の計画の概要を変更する。

２．変更理由

東部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更（大阪府決定）

　密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３条第１項の
規定に基づく「防災街区の整備の方針」について、密集市街地の防災に関
する機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るため、「特に一体的
かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区」に係る計画の
概要を変更する。



新旧対照表

番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

防災街区に関する基
本的方針その他の土
地利用計画の概要

建築物更新の方針
都市施設、地区防災施設
及び地区施設の整備の
方針

再開発の推進のた
めに必要な公共及
び民間の役割、再開
発の促進のための
条件整備等の措置

概ね５年以内に
実施予定の主要
な面的整備事業
又は住宅建設事
業の計画概要

概ね５年以内
に決定（変更）
予定の主要な
都市計画に関
する事項

その他必
要に応じ
て定める
事項

変
更
前

215-1 萱島東地区 約49ha 寝屋川市

防災上課題のある老朽
木造建築物等の建て替
えの促進及び公共施設
を整備することにより、住
環境を向上させ防災街
区としての整備を図る。

老朽木造建築物等の
建て替えの促進及び
主要生活道路等の整
備を行い、良質な住
宅の供給と良好な住
環境の形成を図る。

老朽木造建築物の
建て替えを促進し、
土地の合理的な利
用を図る。

都市計画道路萱島堀溝
線及び都市計画公園萱
島東公園を防災上の重要
な道路及び公園として整
備に努めるとともに、主要
生活道路及び公園等の
整備に努め、地区の防災
性の向上を図る。

住宅市街地総合
整備事業及び防
災街区整備事業
等

防災街区整備
地区計画の策
定や必要に応
じて用途地域
の変更等を検
討する。

変
更
後

215-1 萱島東地区 約49ha 寝屋川市

防災上課題のある老朽
木造建築物等の建替え
の促進及び公共施設を
整備することにより、住
環境を向上させ防災街
区としての整備を図る。

老朽木造建築物等の
建替えの促進及び主
要生活道路等の整備
を行い、良質な住宅
の供給と良好な住環
境の形成を図る。

老朽木造建築物の
建替えを促進し、土
地の合理的な利用
を図る。

都市計画道路萱島讃良
線及び都市計画公園萱
島東公園を防災上の重要
な道路及び公園として整
備に努めるとともに、主要
生活道路及び公園等の
整備に努め、地区の防災
性の向上を図る。

住宅市街地総合
整備事業

変
更
前

215-2 池田・大利地区 約66ha 寝屋川市

防災上課題のある老朽
木造建築物等の建て替
えの促進及び公共施設
を整備することにより、住
環境を向上させ防災街
区としての整備を図る。

老朽木造建築物等の
建て替えの促進及び
主要生活道路等の整
備を行い、良質な住
宅の供給と良好な住
環境の形成を図る。

老朽木造建築物の
建て替えを促進し、
土地の合理的な利
用を図る。

府道枚方交野寝屋川線
を防災上の重要な道路 と
して活用するとともに、主
要生活道路及び公園等
の整備に努め、地区の防
災性の向上を図る。

住宅市街地総合
整備事業

変
更
後

215-2 池田・大利地区 約66ha 寝屋川市

防災上課題のある老朽
木造建築物等の建替え
の促進及び公共施設を
整備することにより、住
環境を向上させ防災街
区としての整備を図る。

老朽木造建築物等の
建替えの促進及び主
要生活道路等の整備
を行い、良質な住宅
の供給と良好な住環
境の形成を図る。

老朽木造建築物の
建替えを促進し、土
地の合理的な利用
を図る。

都市計画道路対馬江大
利線を防災上の重要な路
線として活用するととも
に、主要生活道路及び公
園等の整備に努め、地区
の防災性の向上を図る。

住宅市街地総合
整備事業

※下線部が変更箇所

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区（防災再開発促進地区）



新旧対照表

番号 地区名 地区面積 市町村名
地区の再開発、整備等
の主たる目標

防災街区に関する基
本的方針その他の土
地利用計画の概要

建築物更新の方針
都市施設、地区防災施設
及び地区施設の整備の
方針

再開発の推進のた
めに必要な公共及
び民間の役割、再開
発の促進のための
条件整備等の措置

概ね５年以内に
実施予定の主要
な面的整備事業
又は住宅建設事
業の計画概要

概ね５年以内
に決定（変更）
予定の主要な
都市計画に関
する事項

その他必
要に応じ
て定める
事項

※下線部が変更箇所

特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区（防災再開発促進地区）

変
更
前

223-1
門真市北部地
区

約460ha 門真市

防災上課題のある老朽
木造建築物等の建て替
えを促進するとともに、
公共施設を整備すること
により、住環境を向上さ
せ防災街区としての整
備を図る。

面的整備事業、建替
誘導、主要生活道路
及び都市計画道路等
の整備により、防災街
区の整備、住環境の
整備、都市型住宅の
供給を図る。

木造賃貸住宅等の
建て替えによる建築
物の不燃化、耐震
化及び共同化・協調
化を促進する。

国道163号、大阪中央環
状線を防災上重要な道路
として活用し、基本安全軸
として都市計画道路大阪
枚方京都線、都市計画道
路寝屋川大東線の整備
に努めると共に防災性向
上を図るためにも主要生
活道路及び公園等の整
備を図る。

防災性の高い市街
地が形成されるため
の各種施策の強化
を図るとともに、住宅
市街地総合整備事
業等の実施や木造
賃貸住宅等の建替
えによる建築物の不
燃化・耐震化を誘導
し、官民お互いの連
携を図りながら効果
的な再開発を促進
する。

住宅市街地総合
整備事業及び防
災街区整備事業
等

変
更
後

223-1
門真市北部地
区

約461ha 門真市

防災上課題のある老朽
木造建築物等の建替え
を促進するとともに、公
共施設を整備することに
より、住環境を向上させ
防災街区としての整備を
図る。

面整備事業、建替誘
導、主要生活道路及
び都市計画道路等の
整備により、防災街区
の整備、住環境の整
備、良質な住宅の供
給を図る。

木造賃貸住宅等の
建替えによる建築物
の不燃化、耐震化を
促進する。

国道163号、大阪中央環
状線、第二京阪道路を防
災上重要な道路として活
用し、基本安全軸として都
市計画道路寝屋川大東
線の整備を進めると共に
防災性向上を図るために
も主要生活道路及び公園
等の整備を図る。

防災性の高い市街
地を形成するため、
各種施策の強化を
図るとともに、住宅市
街地総合整備事業
等の実施や木造賃
貸住宅等の建替え
による建築物の不燃
化・耐震化を誘導
し、官民の連携を図
りながら効果的な再
開発を促進する。

住宅市街地総合
整備事業

変
更
前

227-1
若江・岩田・瓜
生堂地区

約49ha 東大阪市

防災上課題のある老朽
木造建築物等の建て替
えを促進するとともに、
公共施設等を整備する
ことにより、住環境を向
上させ防災街区としての
整備を図る。

都市計画道路、主要
生活道路の整備及び
面的整備事業、建替
誘導により、防災街区
の整備、住環境の改
善及び都市型住宅の
供給を図る。

老朽化した木造賃
貸住宅等の個別建
替・共同・協調建替
等の誘導や規制誘
導等により建物の不
燃化を図る。

都市計画道路東大阪中
央線を防災上重要な道路
として整備が図れるよう努
めるとともに、主要生活道
路や公園等の整備を図
る。

住宅市街地総合整
備事業により、住環
境の改善を図る。

住宅市街地総合
整備事業

変
更
後

227-1
若江・岩田・瓜
生堂地区

約49ha 東大阪市

防災上課題のある老朽
木造建築物等の建替え
を促進するとともに、公
共施設等を整備すること
により、住環境を向上さ
せ防災街区としての整
備を図る。

主要生活道路の整備
及び面的整備事業、
建替誘導により、防災
街区の整備、住環境
の改善及び都市型住
宅の供給を図る。

老朽化した木造賃
貸住宅等の個別建
替・共同・協調建替
等の誘導や規制誘
導等により建物の不
燃化を図る。

主要生活道路や公園等
の整備を図る。

住宅市街地総合整
備事業により、住環
境の改善を図る。

住宅市街地総合
整備事業



議第 431 号 

東部大阪都市計画防災街区の整備の方針の変更 

 

寝屋川香里地区 

池田・大利地区 

門真市北部地区 

大日・八雲東町地区 

若江・岩田・瓜生堂地区 

萱島東地区 

東部地区 

凡   例 

 
防災再開発促進地区 

 
市街化区域 

 

位 置 図 

N 



議第432号

１．

名  称 面  積 備   考

約 1741.5ha
（約 1733.4ha） 商港区        約 313.0ha

           （約 304.9ha）

工業港区        約1279.0ha

修景厚生港区      約 58.2ha

無分区         約 91.3ha

下段（ ）内は、旧値を示す。

２．変更理由

変更内容（新旧対照表）

堺泉北港臨港地区

 堺泉北港において港湾を管理運営するため、本案のとおり臨港地区を変更しよ
うとするものである。

南部大阪都市計画臨港地区の変更（大阪府決定）



議第 432 号 

南部大阪都市計画臨港地区の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

位 置 図 

凡  例 

 都市計画区域  市町村界 

 市街化区域  臨港地区の変更 

 

 

夕凪町地区 



議第 432 号 

南部大阪都市計画臨港地区の変更 

 

 

 

 

夕凪町地区（泉大津市） 

 

計 画 図 

 

 

 

凡  例 

既決定区域  

追加する区域  

 

 

 

 

凡  例 

既決定区域  

追加する区域  

 

 

 

 

凡  例 

既決定区域  

追加する区域  

 

 

 

 

凡  例 

既決定区域  

追加する区域  

 

 

 

 

凡  例 

既決定区域  

追加する区域  

 

 

 

 

凡  例 

既決定区域  

追加する区域  

 

 

 

 

凡  例 

既決定区域  

追加する区域  

 

 

 

 

凡  例 

既決定区域  

追加する区域  

 

 

 

 

凡  例 

既決定区域  

追加する区域  

 

凡  例 

既決定区域  

追加する区域  

 



 



議第 433 号 

南部大阪都市計画道路の変更（大阪府決定） 

【岸和田市域】 

１．変更内容 

名  称 延 長 幅 員 備  考 

3・2・202－1 号 

泉州山手線 
約 6,380m 31m 

車線数、幅員、交差構造、構造形式及び

名称の変更 

（車線数の変更：８車線⇒４車線） 

（標準幅員：65m⇒31m） 

3・4・202－9 号 

岸和田中央線 
約 6,570m 20m 交差構造の変更 

 

２．変更理由 

３・１・２０２－１号泉州山手線は、和泉市域から泉佐野市域ま

でを結ぶ、広域幹線道路の一部区間を構成する路線である。 

本路線について、広域幹線道路として、計画内容を見直した結果、

本案のとおり、車線数、幅員、構造形式及び交差構造等を変更し、

名称を３・２・２０２－１号泉州山手線とするとともに、本路線と

交差する３・４・２０２－９号岸和田中央線の構造の変更を行うも

のである。 



議第 433 号                      南部大阪都市計画道路の変更 

 
 
 
 
 
 
 
 

【凡例】 

変更前の区域 

変更後の区域 

位置図 南部大阪都市計画区域 

岸和田市 

和泉市 

岸和田市 

貝塚市 

3・1・202－1 

泉州山手線 

3・4・202－9 

岸和田中央線



議第 433 号  南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

計画図１ 

和泉市 

変更の概要 

【凡例】 

変更前の都市計画線 

変更後の都市計画線 

岸和田市 

3・1・202－1 号 泉州山手線 

3・1・202－1 泉州山手線 

変更後 

【名称】3・2・202－1 泉州山手線 

●車線数、幅員、交差構造、構造形式及び名称の変更 

【車線数の変更】 

変更前 8車線   変更後 4車線 

【幅員の変更】（標準幅員） 

変更前 W=65m   変更後 W=31m 

【交差構造の変更】 

変更前 立体交差   変更後 一部立体交差 

【構造形式の変更】 

変更前 地表式   変更後 一部嵩上式 

【名称の変更】 

変更前 3・1・202－1号 泉州山手線 

変更後 3・2・202－1 号 泉州山手線 



議第 433 号  南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 
 
  

計画図２ 

【凡例】 

変更前の都市計画線 

変更後の都市計画線 岸和田市 

3・1・202－1 号 泉州山手線 

3・1・202－1 泉州山手線 

変更後 

【名称】3・2・202－1 泉州山手線 

●車線数、幅員、交差構造、構造形式及び名称の変更 

【車線数の変更】 

変更前 8車線   変更後 4車線 

【幅員の変更】（標準幅員） 

変更前 W=65m   変更後 W=31m 

【交差構造の変更】 

変更前 立体交差   変更後 一部立体交差 

【構造形式の変更】 

変更前 地表式   変更後 一部嵩上式 

【名称の変更】 

変更前 3・1・202－1号 泉州山手線 

変更後 3・2・202－1 号 泉州山手線 

3・4・202－9 岸和田中央線 

3・4・202－9 号 岸和田中央線 

●交差構造の変更 

【交差構造の変更】（泉州山手線交差部） 

変更前 立体交差   変更後 平面交差 

変更の概要 



議第 433 号  南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

計画図３ 

変更の概要 

【凡例】 

変更前の都市計画線 

変更後の都市計画線 

岸和田市 

3・1・202－1 号 泉州山手線 

3・1・202－1 泉州山手線 

変更後 

【名称】3・2・202－1 泉州山手線 

●車線数、幅員、交差構造、構造形式及び名称の変更 

【車線数の変更】 

変更前 6車線   変更後 4車線 

【幅員の変更】（標準幅員） 

変更前 W=65m   変更後 W=31m 

【交差構造の変更】 

変更前 立体交差   変更後 一部立体交差 

【構造形式の変更】 

変更前 地表式   変更後 一部嵩上式 

【名称の変更】 

変更前 3・1・202－1号 泉州山手線 

変更後 3・2・202－1 号 泉州山手線 



議第 433 号  南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 

計画図４ 

貝塚市 

変更の概要 

【凡例】 

変更前の都市計画線 

変更後の都市計画線 
岸和田市 

3・1・202－1 号 泉州山手線 

3・1・202－1 泉州山手線 

変更後 

【名称】3・2・202－1 泉州山手線 

●車線数、幅員、交差構造、構造形式及び名称の変更 

【車線数の変更】 

変更前 6車線   変更後 4車線 

【幅員の変更】（標準幅員） 

変更前 W=65m   変更後 W=31m 

【交差構造の変更】 

変更前 立体交差   変更後 一部立体交差 

【構造形式の変更】 

変更前 地表式   変更後 一部嵩上式 

【名称の変更】 

変更前 3・1・202－1号 泉州山手線 

変更後 3・2・202－1 号 泉州山手線 



議第 434 号 

南部大阪都市計画道路の変更（大阪府決定） 

【貝塚市域】 

１．変更内容 

名  称 延 長 幅 員 備  考 

3・2・208－1 号 

泉州山手線 
約 2,090m 31m 

車線数、幅員、構造形式、終点、延長及

び名称の変更 

（車線数の変更：８車線⇒４車線） 

（標準幅員：65m⇒31m） 

（変更前延長：約 2,210m） 

3・3・208－4 号 

貝塚中央線 
約 6,910m 25m 交差構造の変更 

3・3・208－5 号 

大阪岸和田南海線
― ― 

全線廃止 

（変更前延長：約 3,650m） 

（変更前幅員：22m） 

3・4・208－19 号 

和泉橋本駅東線 
約 460m 18m 交差構造の変更 

 

２．変更理由 

３・１・２０８－１号泉州山手線は、和泉市域から泉佐野市域ま

でを結ぶ、広域幹線道路の一部区間を構成する路線である。 

本路線について、広域幹線道路として、計画内容を見直した結果、

本案のとおり、延長、車線数、幅員及び構造形式等を変更し、名称

を３・２・２０８－１号泉州山手線とするものである。 

あわせて、南部大阪都市計画道路のうち、３・３・２０８－５号



議第 434 号 

大阪岸和田南海線について「都市計画（道路）見直しの基本方針」

（平成 23 年 3 月策定）に基づき、計画の必要性及び事業の実現性を

評価した結果、本案のとおり廃止するとともに、本路線と交差する

３・３・２０８－４号貝塚中央線及び３・４・２０８－１９号和泉

橋本駅東線の構造を変更するものである。 



議第 434 号                      南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【凡例】 

変更前の区域 

（廃止する区域） 

変更後の区域 

位置図 南部大阪都市計画区域 

貝塚市 

熊取町 

岸和田市 

貝塚市 

3・1・208－1 

泉州山手線 

3・3・208－4 

貝塚中央線 

泉佐野市 

3・3・208－5 

大阪岸和田南海線 

3・4・208－19 

和泉橋本駅東線 



議第 434 号   南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

計画図１ 

貝塚市 

（都
）沢
せ
ん
ご
く
の
杜
線 

変更の概要 

【凡例】 

変更前の都市計画線 

変更後の都市計画線 

岸和田市 

3・1・208－1 号 泉州山手線 

3・1・208－1 泉州山手線 

変更後 

【名称】3・2・208－1 泉州山手線 

●車線数、幅員、構造形式、終点、延長及び名称の変

更 

【車線数の変更】 

変更前 8車線   変更後 4車線 

【幅員の変更】（標準幅員） 

変更前 W=65m   変更後 W=31m 

【構造形式の変更】 

変更前 地表式   変更後 一部嵩上式 

【延長】 

変更前 約2,210m   変更後 約2,090m 

【名称の変更】 

変更前 3・1・208－1号 泉州山手線 

変更後 3・2・208－1 号 泉州山手線 

名越駅 

熊取町 



議第 434 号   南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

計画図２ 

貝塚市 

変更の概要 

【凡例】 

廃止する都市計画線 

岸和田市 

3・3・208－5 号 大阪岸和田南海線 

3・3・208－5 大阪岸和田南海線 

●全線廃止 

【廃止延長】 L=約3,650m 

【廃止延長】 L=約 3,650m 



議第 434 号   南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 

計画図３ 

貝塚市 

【凡例】 

廃止する都市計画線 

泉佐野市 

3・3・208－5 号 大阪岸和田南海線 

3・3・208－5 大阪岸和田南海線 

●全線廃止 

【廃止延長】 L=約3,650m 

【廃止延長】 L=約 3,650m 

熊取町 

3・3・208－4 

貝塚中央線 

3・3・208－19 

和泉橋本駅東線 

3・3・208－4 号 貝塚中央線 

●交差構造の変更 

変更の概要 

3・3・208－19 号 和泉橋本駅東線 

●交差構造の変更 



議第 435 号 

南部大阪都市計画道路の変更（大阪府決定） 

【泉佐野市域】 

１．変更内容 

名  称 延 長 幅 員 備  考 

3・3・213－6 号 

大阪岸和田泉南線
― ― 

全線廃止 

（変更前延長：約 200m） 

（変更前幅員：22m） 

3・3・213－7 号 

大阪岸和田泉南線
― ― 

全線廃止 

（変更前延長：約 650m） 

（変更前幅員：22m） 

 

２．変更理由 

南部大阪都市計画道路のうち、３・３・２１３－６号大阪岸和田

泉南線及び３・３・２１３－７号大阪岸和田泉南線について「都市

計画（道路）見直しの基本方針」（平成 23 年 3 月策定）に基づき、

計画の必要性及び事業の実現性を評価した結果、本案のとおり廃止

するものである。 



議第 435 号                      南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【凡例】 

廃止する区域 

位置図 南部大阪都市計画区域 

泉佐野市 

熊取町 

貝塚市 

泉佐野市 

3・3・213－6 

大阪岸和田泉南線 

3・3・213－7 

大阪岸和田泉南線 



議第 435 号   南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 

計画図 

熊取町 

変更の概要 

【凡例】 

廃止する都市計画線 

泉佐野市 

3・3・213－6 号 大阪岸和田泉南線 

3・3・213－6 大阪岸和田泉南線 

●全線廃止 

【廃止延長】 L=約200m 

【廃止延長】 L=約 200m 

貝塚市 

3・3・213－7 大阪岸和田泉南線 

【廃止延長】 L=約 650m 

3・3・213－7 号 大阪岸和田泉南線 

●全線廃止 

【廃止延長】 L=約650m 



 



議第 436 号 

南部大阪都市計画道路の変更（大阪府決定） 

【熊取町域】 

１．変更内容 

名  称 延 長 幅 員 備  考 

3・2・361－1 号 

泉州山手線 
約 4,190m 31m 

車線数及び幅員の変更 

（車線数の変更：６車線⇒４車線） 

（標準幅員：32m⇒31m） 

3・3・361－3 号 

大阪岸和田南海線
― ― 

全線廃止 

（変更前延長：約 530m） 

（変更前幅員：22m） 

3・3・361－4 号 

大阪岸和田南海線
約 1,500m 22m 

一部区域の廃止並びに終点及び延長の

変更 

（変更前延長：約 1,960m） 

 

２．変更理由 

３・２・３６１－１号泉州山手線は、和泉市域から泉佐野市域ま

でを結ぶ、広域幹線道路の一部区間を構成する路線である。 

本路線について、広域幹線道路として、計画内容を見直した結果、

本案のとおり、車線数及び幅員を変更する。 

あわせて、南部大阪都市計画道路のうち、３・３・３６１－３号

大阪岸和田南海線及び３・３・３６１－４号大阪岸和田南海線につ

いて「都市計画（道路）見直しの基本方針」（平成 23 年 3 月策定）

に基づき、計画の必要性及び事業の実現性を評価した結果、３・３・



議第 436 号 

３６１－３号大阪岸和田南海線を廃止するとともに、３・３・３６

１－４号大阪岸和田南海線の一部区間を廃止するものである。 



議第 436 号                      南部大阪都市計画道路の変更 

 
 
 
 
 
 
 
 

【凡例】 

変更前の区域 

（廃止する区域） 

変更後の区域 

位置図 南部大阪都市計画区域 

熊取町 

熊取町 

貝塚市 

3・2・361－1 

泉州山手線 

泉佐野市 

3・3・361－3 

大阪岸和田南海線 

3・3・361－4 

大阪岸和田南海線 



議第 436 号   南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
  

計画図１ 

（都
）大
阪
外
環
状
線 

（国
道
１
７
０
号
） 

貝塚市 

変更の概要 

【凡例】 

変更前の都市計画線 

変更後の都市計画線 

3・2・361－1 号 泉州山手線 

3・2・361－1 泉州山手線 

●車線数及び幅員の変更 

【車線数の変更】 

変更前 6車線   変更後 4車線 

【幅員の変更】（標準幅員） 

変更前 W=32m   変更後 W=31m 

熊取町 



議第 436 号   南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 
 
  

計画図２ 

（都
）大
阪
外
環
状
線 

（国
道
１
７
０
号
） 

変更の概要 

【凡例】 

変更前の都市計画線 

変更後の都市計画線 

3・2・361－1 号 泉州山手線 

3・2・361－1 泉州山手線 

●車線数及び幅員の変更 

【車線数の変更】 

変更前 6車線   変更後 4車線 

【幅員の変更】（標準幅員） 

変更前 W=32m   変更後 W=31m 

熊取町 



議第 436 号   南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 
  

計画図３ 

変更の概要 

【凡例】 

変更前の都市計画線 

変更後の都市計画線 

3・2・361－1 号 泉州山手線 

3・2・361－1 泉州山手線 

●車線数及び幅員の変更 

【車線数の変更】 

変更前 6車線   変更後 4車線 

【幅員の変更】（標準幅員） 

変更前 W=32m   変更後 W=31m 

熊取町 

泉佐野市 

 



議第 436 号   南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

計画図４ 

【凡例】 

廃止する都市計画線 

泉佐野市 

3・3・361－3 号 大阪岸和田南海線 

3・3・361－3 大阪岸和田南海線 

●全線廃止 

【廃止延長】 L=約530m 

【廃止延長】 L=約 530m 

熊取町 
熊取町 

3・3・361－4 大阪岸和田南海線 

変更後 

【延長】 L=約 1,500m 

3・3・361－4 号 大阪岸和田南海線 

●一部区間の廃止 

【廃止延長】 L=約460m 

変更前延長 L=約1,960m 

【変更後の延長】 L=約1,500m 

変更の概要 



議第 436 号   南部大阪都市計画道路の変更 

 

 
 
 
 
 

計画図５ 

【凡例】 

廃止する都市計画線 泉佐野市 

熊取町 3・3・361－4 大阪岸和田南海線 

変更後 

【延長】 L=約 1,500m 

3・3・361－4 号 大阪岸和田南海線 

●一部区間の廃止 

【廃止延長】 L=約460m 

変更前延長 L=約1,960m 

【変更後の延長】 L=約1,500m 

変更の概要 

（都
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議第 437 号 

 

産業廃棄物処理施設の敷地の位置（枚方市）について 

 

 

１．施設の種類 

   産業廃棄物処理施設 

 

２．位置 

   枚方市春日北町二丁目 1248 番 42 

 

３．計画内容 

施設名 処理能力 備考（処理する廃棄物の種類） 

破砕施設 747t／日 がれき類 

 

４．理由 

   建築基準法第５１条ただし書の規定により、産業廃棄物の処理施設の新

築にあたり、処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について、特定

行政庁（枚方市）において本案のとおり許可するものである。 

 

５．参考 

   区域区分  市街化区域 

   用途地域  工業専用地域 

 



議第 437 号                  産業廃棄物処理施設の敷地の位置 

 

 位 置 図 

 牧野駅 

NO SCALE 
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凡  例 

 敷 地 の 位 置 

 市 街 化 区 域 

 市 街 化 調 整 区 域 

 

 

 

 

産業廃棄物処理施設の敷地の位置 
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凡  例 

 
産業廃棄物処理施設の敷地の位置 
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議第 438 号 

 

産業廃棄物処理施設の敷地の位置（泉大津市）について 

 

 

１．施設の種類 

   産業廃棄物処理施設 

 

２．位置 

   泉大津市夕凪町 13 番 5 の一部 

 

３．計画内容 

施設名 処理能力 備考（処理する廃棄物の種類） 

破砕施設 1,064t／日 がれき類など 

 

４．理由 

   建築基準法第５１条ただし書の規定により、産業廃棄物の処理施設の新

築にあたり、処理施設の用途に供する建築物の敷地の位置について、特定

行政庁（大阪府）において本案のとおり許可するものである。 

 

５．参考 

   区域区分  市街化区域 

   用途地域  準工業地域 

臨港地区  工業港区 
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凡 例 

 市街化区域 

 

産業廃棄物処理施設の敷地の位置 

位 置 図 
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高石市 

忠岡町 

和泉市 

泉大津市 



議第 438 号                    産業廃棄物処理施設の敷地の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡  

例 

表 示 表示の内容 

 産業廃棄物処理施設の敷地の位置 

 

計 画 地 

計 画 図 
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